
(19)日本国特許庁（JP） (12) 特 許 公 報（Ｂ２） (11)特許番号

特許第3473600号
(P3473600)

(24)登録日 平成15年9月19日(2003.9.19)

(51)Int.Cl7 識別記号 FI

   �G�0�9�G  3/36    

   �G�0�2�F  1/133   550

   �G�0�9�G  3/20    611

   � � � �           621

   � � � �           631

   �G�0�9�G  3/36    

   �G�0�2�F  1/133   550

   �G�0�9�G  3/20    611 E

   � � � �           621 B

   � � � �           631 U

請求項の数 11（全 27数） 最終頁に続く

(21)出願番号 特願2001－332921(P2001－332921)

(22)出願日 平成13年10月30日(2001.10.30)

(65)公開番号 特開2002－229529(P2002－229529A)

(43)公開日 平成14年8月16日(2002.8.16)

    審査請求日 平成13年10月30日(2001.10.30)

(31)優先権主張番号 特願2000－366965(P2000－366965)

(32)優先日 平成12年12月1日(2000.12.1)

(33)優先権主張国 日本(JP)

(73)特許権者 000002369

セイコーエプソン株式会社

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

(72)発明者 青木 透

長野県諏訪市大和3丁目3番5号  セイコーエ

プソン株式会社内

(74)代理人 100095728

弁理士 上柳 雅誉 (外2名)

    審査官 西島  篤宏

(56)参考文献 特開 平11－109927(JP,A)

特開 平11－113019(JP,A)

特開 平2－184891(JP,A)

特開2000－284773(JP,A)

特開 平9－146496(JP,A)

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 液晶表示装置、画像データ補正回路、画像データ補正方法および電子機器

(45)発行日 平成15年12月8日(2003.12.8)

1
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】  Ｘ方向およびＹ方向にわたってマトリク
ス状に配列する画素の透過率を指示する画像データをア
ナログ変換するとともに、所定の一定電位を基準として
一定周期毎に極性反転した電圧信号を前記画素に供給す
る際に、赤色、緑色、青色の各色毎の該画像データを補
正する画像データ補正方法であって、
前記画像データが取り得るレベルのうち、特定レベルに
対応する基準補正データを、画素が配列する表示領域内
で予め定められた基準座標毎および赤色、緑色、青色の
各色毎に記憶しておき、
記憶した基準補正データに対しレベル方向に補間処理を
施して、前記画像データの取り得るレベルに対応した第
１補正データを、前記基準座標毎に生成するとともに、
該第１補正データを基準座標とレベルとに対応づけて記
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憶し、
記憶した第１補正データのうち、前記画像データに対応
する画素の座標近傍に位置する基準座標に対応し、か
つ、該画像データのレベルに対応する複数の第１補正デ
ータを選択して読み出し、読み出した複数の第１補正デ
ータに対応する基準座標と前記画像データに対応する画
素の座標間の距離に応じて補間処理を施して、前記画像
データに対応する第２補正データを生成し、
前記一定電位に対して、前記電圧信号を正極性とする場
合または負極性とする場合のうち、少なくとも一方の場
合に、該第２補正データを前記画像データに加算して補
正するとともに、
前記緑色の基準補正データのデータ量を、前記赤色また
は前記青色の基準補正データのデータ量より多くしたこ
とを特徴とする画像データ補正方法。
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【請求項２】  前記赤色または前記青色の基準補正デー
タに対応する基準座標を、前記緑色の基準補正データに
対応する基準座標から一定の規則で抽出することを特徴
とする請求項１に記載の画像データ補正方法。
【請求項３】   Ｘ方向およびＹ方向にわたってマトリ
クス状に配列する画素の透過率を指示する画像データを
アナログ変換するとともに、所定の一定電位を基準とし
て一定周期毎に極性反転した電圧信号を前記画素に供給
する際に、赤色、緑色、青色の各色毎の該画像データを
補正する画像データ補正回路であって、
前記画像データが取り得るレベルのうち、特定レベルに
対応する基準補正データを、画素が配列する表示領域内
で予め定められた基準座標毎および赤色、緑色、青色の
各色毎に記憶するメモリと、
前記メモリに記憶された基準補正データに対しレベル方
向に補間処理を施して、前記画像データの取り得るレベ
ルに対応した第１補正データを、前記基準座標毎に生成
する補間処理部と、
該第１補正データを基準座標とレベルとに対応づけて記
憶する補正テーブルと、
前記補正テーブルに記憶された第１補正データのうち、
前記画像データに対応する画素の座標近傍に位置する基
準座標に対応し、かつ、該画像データのレベルに対応す
る複数の第１補正データを選択して読み出す読出部と、
読み出された複数の第１補正データに対応する基準座標
と前記画像データに対応する画素の座標間の距離に応じ
て補間処理を施して、前記画像データに対応する第２補
正データを生成する演算部と、
前記一定電位に対して、前記電圧信号を正極性とする場
合または負極性とする場合のうち、少なくとも一方の場
合に、該第２補正データを前記画像データに加算して、
該画像データを補正する加算器とを含んでなり、
前記緑色の基準補正データのデータ量は、前記赤色また
は前記青色の基準補正データのデータ量より多いことを
特徴とする画像データ補正回路。
【請求項４】  前記赤色または前記青色の基準補正デー
タに対応する基準座標は、前記緑色の基準補正データに
対応する基準座標を、一定の規則で抽出したものである
ことを特徴とする請求項３に記載の画像データ補正回
路。
【請求項５】  前記加算器は、
前記電圧信号を正極性とする場合または負極性とする場
合のうち、一方の場合に限り、該第２補正データを前記
画像データに加算することを特徴とする請求項３又は４
に記載の画像データ補正回路。
【請求項６】  特定レベルに対応する基準補正データ
は、
前記一方の場合に、当該補正基準補正データを、前記特
定レベルに対応する画像データに加算して画素電極に印
加した時と、
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前記他方の場合に、当該補正基準補正データを、前記特
定レベルに対応する画像データに加算せずに、画素電極
に印加した時とにおいて透過率の差が小となるように調
整した値であることを特徴とする請求項５に記載の画像
データ補正回路。
【請求項７】  前記読出部は、
前記表示領域にあってＸ方向走査の時間基準となる第１
クロック信号を計数して、前記表示領域において前記画
像データに対応する画素のＸ座標を示すＸ座標データを
生成するＸカウンタと、
前記表示領域にあってＹ方向走査の時間基準となる第２
クロック信号を計数して、前記表示領域において前記画
像データに対応する画素のＹ座標を示すＹ座標データを
生成するＹカウンタと、
前記Ｘ座標データと前記Ｙ座標データとにより、前記画
像データに対応する画素の座標近傍に位置する基準座標
を複数特定するとともに、該特定した基準座標と前記画
像データのレベルとにより、前記補正テーブルから対応
する第１補正データを読み出すためのアドレスを発生す
るアドレス発生部とを備え、
前記演算部は、
前記Ｘ座標データと前記Ｙ座標データとによって特定さ
れる画像データの座標から、読み出された第１補正デー
タに対応する基準座標までの距離に応じて補間処理を行
うことを特徴とする請求項３又は４に記載の画像データ
補正回路。
【請求項８】  前記メモリ、前記補間処理部、前記Ｘカ
ウンタおよび前記Ｙカウンタは、赤色、緑色、青色の各
色にわたって兼用される一方、
前記補正テーブル、前記演算部、前記アドレス発生部お
よび前記加算器は、赤色、緑色、青色の色毎に対応して
設けられることを特徴とする請求項７に記載の画像デー
タ補正回路。
【請求項９】  前記画素は、電極間に液晶を挟持してな
る液晶容量を備え、前記基準補正データが対応する特定
レベルは、
前記液晶容量に印加される電圧実効値に対する透過率ま
たは反射率を示す表示特性曲線が急峻に変化する第１お
よび第２変化点の各々に対応する第１および第２レベル
と、第１および第２レベルの間における１以上のレベル
とであることを特徴とする請求項３又は４に記載の画像
データ補正回路。
【請求項１０】  前記補間処理部は、
前記第１レベルから前記第２レベルまでのレベルの各々
に対応する第１補正データについては、前記基準補正デ
ータに補間処理を施して生成し、
前記第１レベル未満のレベルの各々に対応する第１補正
データについては、前記第１レベルに対応する基準補正
データとし、
前記第２レベルを越えるレベルの各々に対応する第１補
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正データについては、前記第２レベルに対応する基準補
正データとし、
前記補正テーブルは、
前記第１レベルから前記第２レベルまでの各レベルにつ
いて第１補正データを記憶し、前記読出部は、
前記補正テーブルに記憶された第１補正データのうち、
前記画像データのレベルが前記第１レベル未満である場
合には、前記第１レベルに対応するものを選択し、
前記画像データのレベルが前記第１レベルから前記第２
レベルまでの範囲にある場合には、該レベルに対応して
生成されたものを選択し、
前記画像データのレベルが前記第２レベルを越える場合
には、前記第２レベルに対応するものを選択することを
特徴とする請求項９に記載の画像データ補正回路。
【請求項１１】  前記補間処理部は、赤色、緑色、青色
の各色に対応して第１補正データを生成し、
前記補正テーブル、前記演算部および前記加算器は、赤
色、緑色、青色の色毎に対応して設けられることを特徴
とする請求項７に記載の画像データ補正回路。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、表示領域の全域に
わたって、いわゆるフリッカ等を適切に低減させた液晶
表示装置、画像データ補正回路、画像データ補正方法お
よび電子機器に関する。
【０００２】
【従来の技術】従来の液晶表示装置、例えば、アクティ
ブマトリクス型液晶表示装置は、主に、液晶パネル、処
理回路およびタイミング制御回路から構成されている。
このうち、液晶パネルは、一対の基板間にＴＮ（Twiste
d Nematic）液晶が挟持された構成となっており、詳細
には、一対の基板のうち、一方の基板に、複数の走査線
と複数のデータ線とが互いに絶縁を保って交差するよう
に設けられるとともに、これらの交差部分の各々に対応
してスイッチング素子の一例たる薄膜トランジスタ（Th
in Film Transistor：以下「ＴＦＴ」と称する）と画素
電極との対が設けられている。
【０００３】また、他方の基板には画素電極に対向する
透明な対向電極（共通電極）が設けられて、一定電位に
維持されている。くわえて、両基板の各対向面には、液
晶分子の長軸方向が両基板間で例えば約９０度連続的に
捻れるようにラビング処理された配向膜がそれぞれ設け
られる一方、両基板の各背面側には配向方向に応じた偏
光子がそれぞれ設けられる。
【０００４】ここで、走査線とデータ線との交差部分に
設けられたＴＦＴは、対応する走査線に印加される走査
信号（ゲート信号）がオン電位になると、データ線に接
続されるソースと、画素電極に接続されるドレインとの
間においてオンする。このため、データ線に供給されて
いる画像信号が画素電極に印加されて、画素電極と対向
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電極と両電極間に挟持された液晶とからなる液晶容量に
は、対向電極電位と画像信号電位との電位差が印加され
ることになる。この後、スイッチングがオフしても、液
晶容量には、印加された電位差が、それ自身や蓄積容量
の特性に応じて保持され続けることになる。
【０００５】この際、液晶容量を通過する光は、該液晶
容量に印加された電圧実効値がゼロであれば、液晶分子
の捻れに沿って約９０度旋光する一方、電圧実効値が大
きくなるにつれて、液晶分子が電界方向に傾く結果、そ
の旋光性が消失する。このため、例えば透過型におい
て、入射側と背面側とに、配向方向に合わせて偏光軸が
互いに直交する偏光子をそれぞれ配置させた場合（ノー
マリーホワイトモードの場合）、液晶容量に印加される
電圧実効値がゼロであれば、透過率が最大（白表示）に
なる一方、両電極に印加される電圧実効値が大きくなる
につれて光が遮断して、ついには透過率が最小（黒表
示）になる。したがって、走査線およびデータ線の各々
をそれぞれ適切なタイミングで駆動して、各液晶容量に
対し、濃度に応じた電圧実効値を印加することにより、
画素毎に濃度を異ならせた階調表示が可能となる。
【０００６】ところで、液晶表示装置では、直流成分の
印加による液晶の劣化を防止するために、液晶容量を交
流駆動する方式が原則である。このため、データ線を介
して画素電極に印加される画像信号は、所定の一定電位
Ｖcを基準として正極側・負極側に一定の周期毎に交互
に反転される構成となっている。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、ＴＦＴ
のようなスイッチング素子では、いわゆるプッシュダウ
ンと呼ばれる現象が発生する。詳細には、プッシュダウ
ンとは、図１３（ａ）に示されるように、走査信号（ゲ
ート信号）がオン電位Ｖddからオフ電位Ｖssに変化する
際、その電位変化が、ゲートとドレイン間の寄生容量を
介することによって、ドレイン（画素電極）の電位を低
下させる、というものである。ここで、プッシュダウン
による電位変位は、ソース電位たる書込電位が低くなる
につれて、大きくなる傾向にある。このため、同一濃度
に対応する電圧Ｖgp、Ｖgnをそれぞれ正極側・負極側で
書き込んでも、それによるプッシュダウンの電位変位Ｐ
Ｄ、ＮＤは、後者の方が大きくなってしまう。
【０００８】一方、基板間を光が透過する際、その一部
がＴＦＴに進入するため、走査信号がオフ電位Ｖssにな
るオフ期間（保持期間）であっても、該ＴＦＴにはわず
かながらリーク電流（光電流）が流れてしまう。特に、
液晶パネルによる画像を拡大投射するプロジェクタで
は、きわめて強い光が該液晶パネルに照射されるので、
直視型の液晶パネルと比較して、その影響は無視できな
い、と考えられる。ここで、光リークの程度は、データ
線の電位の影響を受けるので、正極性書込と負極性書込
とで異なる傾向がある。
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【０００９】このようにプッシュダウンや光リーク等に
より、実際に液晶容量に印加される電圧実効値、すなわ
ち図１３（ａ）において斜線で示される部分の面積は、
正極性書込と負極性書込とで異なってしまうので、交流
駆動しているのにもかかわらず、液晶容量には直流成分
が印加されることになる。このため、いわゆる焼き付き
のほか、正極性書込による濃度と負極性書込による濃度
とが交互に表示されることによる明滅（フリッカ）が発
生して、表示品位が著しく低下することになる。
【００１０】さらに、プッシュダウンによる電位変位や
光リークの程度は、正極性書込・負極性書込だけではな
く、画素の位置にも依存する傾向がある。これは、素子
の特性が表示領域にわたって均一でないことや、光の照
射強度が面内において一様ではないことに起因している
ため、と考えられる。したがって、プッシュダウンや光
リーク等による表示品位の低下を抑えるためには、単純
に正極性書込・負極性書込を考慮しただけでは十分では
ない、といえる。一方、正極性書込・負極性書込のほ
か、画素の位置を考慮して、表示品位の低下を抑えるよ
うな構成を考えるにしても、その構成が複雑化・大規模
化するのであれば、液晶表示装置における一般的な要求
と矛盾する事態を招くことになる。
【００１１】本発明は、このような事情に鑑みてなされ
たものであり、その目的とするところは、いわゆる焼き
付きやフリッカによる表示品位の低下を、簡易にして解
消することが可能な液晶表示装置、画像データ補正回
路、画像データ補正方法および電子機器を提供すること
にある。
【００１２】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた
め、本件第１発明に係る画像データ補正方法は、Ｘ方向
およびＹ方向にわたってマトリクス状に配列する画素の
透過率を指示する画像データをアナログ変換するととも
に、所定の一定電位を基準として一定周期毎に極性反転
した電圧信号を前記画素に供給する際に、赤色、緑色、
青色の各色毎の該画像データを補正する画像データ補正
方法であって、前記画像データが取り得るレベルのう
ち、特定レベルに対応する基準補正データを、画素が配
列する表示領域内で予め定められた基準座標毎および赤
色、緑色、青色の各色毎に記憶しておき、記憶した基準
補正データに対しレベル方向に補間処理を施して、前記
画像データの取り得るレベルに対応した第１補正データ
を、前記基準座標毎に生成するとともに、該第１補正デ
ータを基準座標とレベルとに対応づけて記憶し、記憶し
た第１補正データのうち、前記画像データに対応する画
素の座標近傍に位置する基準座標に対応し、かつ、該画
像データのレベルに対応する複数の第１補正データを選
択して読み出し、読み出した複数の第１補正データに対
応する基準座標と前記画像データに対応する画素の座標
間の距離に応じて補間処理を施して、前記画像データに
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対応する第２補正データを生成し、前記一定電位に対し
て、前記電圧信号を正極性とする場合または負極性とす
る場合のうち、少なくとも一方の場合に、該第２補正デ
ータを前記画像データに加算して補正するとともに、前
記緑色の基準補正データのデータ量を、前記赤色または
前記青色の基準補正データのデータ量より多くしたこと
を特徴としている。
【００１３】この方法によれば、基準補正データにレベ
ル方向の補間処理が施されて、第１補正データが生成さ
れた後、該第１補正データに座標方向の補間処理が施さ
れて第２補正データが生成されて、該第２補正データが
補正データとして、少なくとも一方の極性に対応する画
像データに加算される。すなわち、補正データは、書込
極性のほか、画像データに対応する座標位置も考慮され
て生成される。このため、焼き付きやフリッカ等による
表示品位の低下を、マトリクス状に配列する画素毎に適
切に抑えることができる。この際、予め記憶されるデー
タは、表示領域内にあって基準座標毎に対応し、かつ、
画像データの取り得るレベルのうち、特定レベルに対応
する基準補正データだけであるので、必要なメモリ容量
を削減して、構成の簡易化に寄与することが可能とな
る。
【００１４】次に、上記目的を達成するため、本件第２
発明に係る画像データ補正回路は、Ｘ方向およびＹ方向
にわたってマトリクス状に配列する画素の透過率を指示
する画像データをアナログ変換するとともに、所定の一
定電位を基準として一定周期毎に極性反転した電圧信号
を前記画素に供給する際に、赤色、緑色、青色の各色毎
の該画像データを補正する画像データ補正回路であっ
て、前記画像データが取り得るレベルのうち、特定レベ
ルに対応する基準補正データを、画素が配列する表示領
域内で予め定められた基準座標毎および赤色、緑色、青
色の各色毎に記憶するメモリと、前記メモリに記憶され
た基準補正データに対しレベル方向に補間処理を施し
て、前記画像データの取り得るレベルに対応した第１補
正データを、前記基準座標毎に生成する補間処理部と、
該第１補正データを基準座標とレベルとに対応づけて記
憶する補正テーブルと、前記補正テーブルに記憶された
第１補正データのうち、前記画像データに対応する画素
の座標近傍に位置する基準座標に対応し、かつ、該画像
データのレベルに対応する複数の第１補正データを選択
して読み出す読出部と、読み出された複数の第１補正デ
ータに対応する基準座標と前記画像データに対応する画
素の座標間の距離に応じて補間処理を施して、前記画像
データに対応する第２補正データを生成する演算部と、
前記一定電位に対して、前記電圧信号を正極性とする場
合または負極性とする場合のうち、少なくとも一方の場
合に、該第２補正データを前記画像データに加算して、
該画像データを補正する加算器とを含んでなり、前記緑
色の基準補正データのデータ量は、前記赤色または前記
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青色の基準補正データのデータ量より多いことを特徴と
している。この構成によれば、上記第１発明と同様に、
補正データが、書込極性のほか、画像データに対応する
座標位置も考慮されて生成されるので、焼き付きやフリ
ッカ等による表示品位の低下を、マトリクス状に配列す
る画素毎に適切に抑えることができるとともに、必要な
メモリ容量を削減して、構成の簡易化を図ることが可能
となる。
【００１５】ここで、本発明にあっては、正極書込性お
よび負極性書込の両極性に対応して補正データをそれぞ
れ出力する必要はなく、一方の極性における電圧実効値
が、他方の極性における電圧実効値に対して結果的に等
しくなれば良い。このため、第２発明において、前記加
算器は、前記電圧信号を正極性とする場合または負極性
とする場合のうち、一方の場合に限り、該第２補正デー
タを前記画像データに加算し、前記電圧信号を正極性と
する場合または負極性とする場合のうち、他方の場合に
は、略ゼロの値を該第２補正データに加算する構成が望
ましい。この構成によれば、いずれかの一方の書込極性
に対応して補正データを生成すれば済むので、その分、
構成を簡略化することが可能となる。ところで、液晶表
示装置にあって、画素の濃度が中間的（灰色）である領
域では、液晶容量に印加される電圧実効値にわずかな差
があっても濃度が大きく変化する。逆に言えば、灰色に
相当する画像信号を、正極性および負極性で画素電極に
交互に印加して、濃度がほぼ同一となるように調整すれ
ば、両極性において液晶容量に印加される電圧実効値を
等しくすることができる。そこで、一方の極性における
電圧実効値を、他方の極性における電圧実効値に等しく
する構成において、特定レベルに対応する基準補正デー
タは、前記一方の場合に、当該補正基準補正データを、
前記特定レベルに対応する画像データに加算して画素電
極に印加した時と、前記他方の場合に、当該補正基準補
正データを、前記特定レベルに対応する画像データに加
算せずに、画素電極に印加した時とにおいて濃度差が小
となるように調整した値であることが望ましい。これに
より、実際のプッシュダウンや光リーク等の程度を意識
しないで、特定レベルに対応する基準補正データを設定
することができる。
【００１６】また、第２発明において、前記読出部は、
前記表示領域にあってＸ方向走査の時間基準となる第１
クロック信号を計数して、前記表示領域において前記画
像データに対応する画素のＸ座標を示すＸ座標データを
生成するＸカウンタと、前記表示領域にあってＹ方向走
査の時間基準となる第２クロック信号を計数して、前記
表示領域において前記画像データに対応する画素のＹ座
標を示すＹ座標データを生成するＹカウンタと、前記Ｘ
座標データと前記Ｙ座標データとにより、前記画像デー
タに対応する画素の座標近傍に位置する基準座標を複数
特定するとともに、該特定した基準座標と前記画像デー
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タのレベルとにより、前記補正テーブルから対応する第
１補正データを読み出すためのアドレスを発生するアド
レス発生部とを備え、前記演算部は、前記Ｘ座標データ
と前記Ｙ座標データとによって特定される画像データの
座標から、読み出された第１補正データに対応する基準
座標までの距離に応じて補間処理を行う構成が好まし
い。この構成によれば、あるタイミングの画像データ
が、表示領域においていかなる座標に対応するかについ
てが、Ｘ、Ｙ座標データにより特定されることになる。
そして、当該座標近傍の基準座標に対応する第１補正デ
ータを、座標方向に補間処理することにより、当該座標
に対応する第２補正データが生成されるので、画像デー
タに対応する画素毎に、適切に補正データを算出するこ
とができる。
【００１７】このような構成においては、前記メモリ、
前記補間処理部、前記Ｘカウンタおよび前記Ｙカウンタ
は、ＲＧＢの各色にわたって兼用される一方、前記補正
テーブル、前記演算部、前記アドレス発生部および前記
加算器は、ＲＧＢの色毎に対応して設けられる構成が望
ましい。この構成では、前記メモリ、前記補間処理部、
前記Ｘカウンタおよび前記Ｙカウンタを、各色毎に設け
る必要がないので、構成の簡易化を図ることが可能とな
る。
【００１８】一方、第２発明において、前記画素は、電
極間に液晶を挟持してなる液晶容量を備え、前記基準補
正データが対応する特定レベルは、前記液晶容量に印加
される電圧実効値に対する透過率または反射率を示す表
示特性曲線が急峻に変化する第１および第２変化点の各
々に対応する第１および第２レベルと、第１および第２
レベルの間における１以上のレベルとである構成が好ま
しい。
【００１９】さらに、前記補間処理部は、前記第１レベ
ルから前記第２レベルまでのレベルの各々に対応する第
１補正データについては、前記基準補正データに補間処
理を施して生成し、前記第１レベル未満のレベルの各々
に対応する第１補正データについては、前記第１レベル
に対応する基準補正データとし、前記第２レベルを越え
るレベルの各々に対応する第１補正データについては、
前記第２レベルに対応する基準補正データとし、前記補
正テーブルは、前記第１レベルから前記第２レベルまで
の各レベルについて第１補正データを記憶し、前記読出
部は、前記補正テーブルに記憶された第１補正データの
うち、前記画像データのレベルが前記第１レベル未満で
ある場合には、前記第１レベルに対応するものを選択
し、前記画像データのレベルが前記第１レベルから前記
第２レベルまでの範囲にある場合には、該レベルに対応
して生成されたものを選択し、前記画像データのレベル
が前記第２レベルを越える場合には、前記第２レベルに
対応するものを選択する構成が好ましい。液晶容量の表
示特性では、大きな変化点が２つあり、これらの変化点
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の間では印加電圧に対する透過率の傾きが大きいがほぼ
一定であり、それ以外の範囲では、印加電圧に対する透
過率の傾きは小さい。このため、第１レベルから第２レ
ベルまでの各レベルに対応する第１補正データについて
は、基準補正データに補間処理を施して生成したものを
用いれば十分である。また、画像データのレベルが第１
レベル未満である場合には、該第１レベルに対応する第
１補正データを選択する一方、画像データのレベルが第
２レベルを越える場合には、該第２レベルに対応する第
１補正データを選択すれば、十分である。
【００２０】ただし、画像データのレベルが第１レベル
未満である場合、または、第２レベルを超える場合で
も、該レベルに対応する適切な補正データを生成する場
合には、次のような構成とすることが望ましい。すなわ
ち、前記画像データのレベルが前記第１レベル未満であ
る場合、または、前記第２レベルを越える場合に、該画
像データのレベルと前記第１または第２レベルとの差に
応じた係数を出力する係数出力部と、前記係数出力部に
よる係数と、読み出された第１または第２レベルに対応
する第１補正データとを乗算する乗算器とを備え、前記
演算部は、前記乗算器による乗算結果を、前記読出部に
より選択されて読み出された第１補正データとして用い
て、座標方向の補間処理を行う構成が望ましい。この構
成によれば、画像データのレベルが第１レベル未満であ
る場合、または、第２レベルを超える場合でも、当該レ
ベルに対応して適切に補正データが生成されるので、よ
り正確に表示品位の低下を防止することが可能となる。
【００２１】このような構成における前記係数出力部と
しては、前記画像データが前記第１レベル未満である領
域、または、前記第２レベルを越える領域において、少
なくとも２以上のレベルに対応する係数を記憶するルッ
クアップテーブルと、前記ルックアップテーブルに記憶
された係数を補間して、該画像データに対応する係数を
求める係数補間部とを備える構成が考えられる。この構
成によれば、画像データが第１レベル未満である領域の
レベルの各々に対応して、または、記第２レベルを越え
る領域のレベルの各々に対応して、係数をルックアップ
テーブルに記憶させる必要がないので、その分、ルック
アップテーブルに必要な記憶容量を削減することが可能
となる。
【００２２】一方、第２発明において、カラー化に対応
する場合、前記画像データおよび前記基準補正データ
は、それぞれＲＧＢの各色に対応し、前記補間処理部
は、ＲＧＢの各色に対応して第１補正データを生成し、
前記補正テーブル、前記演算部および前記加算器は、Ｒ
ＧＢの色毎に対応して設けられる構成が好ましい。この
構成によれば、ＲＧＢの色毎に、画像データに対する補
正データとしての第２補正データが生成されることにな
る。
【００２３】さらに、人の視覚は、ＲやＢと比較してＧ
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の感度が高いので、前記Ｇの基準補正データのデータ量
を、前記Ｒまたは前記Ｂの基準補正データのデータ量よ
り多くする構成が望ましい。これにより、Ｇの基準補正
データと比較して、ＲやＢの基準補正データのデータ量
を相対的に小さくできるので、その分、メモリに必要な
記憶容量を削減することが可能となる。さらに、このよ
うなＲまたはＢの基準補正データに対応する基準座標
は、前記Ｇの基準補正データに対応する基準座標を、一
定の規則で抽出したものである構成が望ましい。同様
に、上記目的を達成するため、本件第３発明に係る画像
データ補正回路は、Ｘ方向およびＹ方向にわたってマト
リクス状に配列する画素の濃度を指示する画像データを
アナログ変換するとともに、所定の一定電位を基準とし
て一定周期毎に極性反転した電圧信号を前記画素に供給
する際に、該画像データを補正する画像データ補正回路
であって、白基準レベルに対応した白基準補正データ
と、黒基準レベルに対応した黒基準補正データと、前記
白基準レベルと前記黒基準レベル間に対応した少なくと
も１つの中間基準補正データを格納したメモリと、一方
の極性の前記画像データのうち中間調画像データに基づ
いて、前記メモリ内の前記複数の基準補正データ間でレ
ベル方向に補間処理を行い、第１補正データを生成する
第１補正データ生成部と、前記中間調画像データの座標
データと前記第１補正データとで座標方向の補間処理を
行い、第２補正データを生成する第２補正データ生成部
と、前記第２補正データを前記中間調画像データに加算
して、中間調画像データを補正する加算器とを具備する
ことを特徴とする。本発明にあっては、特に、画素の濃
度が中間調（灰色）である領域が、一方の極性における
電圧実効値が、他方の極性における電圧実効値に対して
結果的に等しくなれば良いものである。さらに、前記第
１補正データ生成部は、前記一方の極性の前記画像デー
タのうち白あるいは黒基準の画像データの場合は、前記
メモリ内の白基準補正データあるいは黒基準補正データ
を第１補正データとすることを特徴とする。本発明によ
れば、白や黒基準の画像データのレベルでは、透過率の
変化が小さいので、補間処理の必要はない。さらに、前
記第１補正データ生成部は、前記一方の極性の前記画像
データのうち白あるいは黒基準の画像データの場合は、
前記メモリ内の白基準補正データあるいは黒基準補正デ
ータに、前記白あるいは黒基準の画像データと前記メモ
リ内の白基準補正データあるいは黒基準補正データとの
差に応じた係数を乗じた第１補正データとすることを特
徴とする。この構成によれば、フリッカ等による表示品
位の低下を抑えることができる。さらに、前記メモリ内
の中間基準補正データは、画面を分割した一領域におけ
る正極性と負極性の輝度レベルの不足分あるいは過剰分
に基づいて算出されていることが望ましい。
【００２４】同様に、上記目的を達成するため、本件第
４発明に係る液晶表示装置は、Ｘ方向およびＹ方向にわ
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たってマトリクス状に配列する画素の濃度を指示する画
像データであって、該画像データが取り得るレベルのう
ち、特定レベルに対応する基準補正データを、画素が配
列する表示領域内で予め定められた基準座標毎に記憶す
るメモリと、前記メモリに記憶された基準補正データに
対しレベル方向に補間処理を施して、前記画像データの
取り得るレベルに対応した第１補正データを、前記基準
座標毎に生成する補間処理部と、該第１補正データを基
準座標とレベルとに対応づけて記憶する補正テーブル
と、前記補正テーブルに記憶された第１補正データのう
ち、前記画像データに対応する画素の座標近傍に位置す
る基準座標に対応し、かつ、該画像データのレベルに対
応するものを選択して読み出す読出部と、読み出された
第１補正データに対し座標方向の補間処理を施して、前
記画像データに対応する第２補正データを生成する演算
部と、前記一定電位に対して、前記電圧信号を正極性と
する場合または負極性とする場合のうち、少なくとも一
方の場合に、該第２補正データを前記画像データに加算
して、該画像データを補正する加算器と補正された画像
データを、アナログ変換するＤ／Ａ変換器と、前記一定
電位を基準として一定周期毎に極性反転する極性反転回
路と、極性反転された電圧信号を前記画素の各々に供給
する駆動回路とを具備する構成を特徴としている。この
構成によれば、上記第１および第２発明と同様に、補正
データが、書込極性のほか、画像データに対応する座標
位置も考慮されて生成されるので、焼き付きやフリッカ
等による表示品位の低下を、マトリクス状に配列する画
素毎に適切に抑えることができるとともに、必要なメモ
リ容量を削減して、構成の簡易化を図ることが可能とな
る。
【００２５】さらに、本発明に係る電子機器は、上記液
晶表示装置を備えることを特徴としている。特に、画像
を拡大投射するプロジェクタに用いると、フリッカ等が
画素毎の適切に補正されるので、その効果が大きいが、
直視型の電子機器、例えば、モバイル型のコンピュータ
や携帯電話等の表示部にも好適である。
【００２６】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施形態について
図面を参照して説明する。
【００２７】＜１：第１実施形態＞まず、本発明の第１
実施形態として、液晶パネルによる透過像を合成した
後、拡大投射するプロジェクタについて説明する。
【００２８】＜１－１：プロジェクタの構成＞説明の便
宜上、このプロジェクタの構成について概略的に説明す
る。図１は、このプロジェクタの構成を示す平面図であ
る。この図に示されるように、プロジェクタ１１００内
部には、ハロゲンランプ等の白色光源からなるランプユ
ニット１１０２が設けられている。このランプユニット
１１０２から射出された投射光は、内部に配置された３
枚のミラー１１０６および２枚のダイクロイックミラー
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１１０８によってＲ（赤）、Ｇ（緑）、Ｂ（青）の３原
色に分離されて、各原色に対応する液晶パネル１００
Ｒ、１００Ｇ、１００Ｂにそれぞれ導かれる。
【００２９】ここで、液晶パネル１００Ｒ、１００Ｂ、
１００Ｇには、後述する処理回路３００により処理され
たＲ、Ｇ、Ｂの画像信号がそれぞれ供給される。これに
より、液晶パネル１００Ｒ、１００Ｇ、１００Ｂは、そ
れぞれＲＧＢの各原色画像を生成する光変調器として機
能することになる。さて、これらの液晶パネル１００
Ｒ、１００Ｂ、１００Ｇによって変調された光は、ダイ
クロイックプリズム１１１２に３方向から入射される。
このダイクロイックプリズム１１１２においては、Ｒお
よびＢの光が９０度に屈折する一方、Ｇの光が直進す
る。これにより、各原色画像の合成像が、投射レンズ１
１１４を介して、スクリーン１１２０に投写されること
となる。なお、液晶パネル１００Ｒ、１００Ｂ、１００
Ｇには、ダイクロイックミラー１１０８によって、Ｒ、
Ｇ、Ｂの各原色に対応する光が入射するので、直視型パ
ネルのようなカラーフィルタは不要である。
【００３０】＜１－２：プロジェクタの電気的構成＞次
に、このプロジェクタ１１００の電気的な構成について
説明する。図２は、プロジェクタの電気的な構成を示す
ブロック図である。この図に示されるようにプロジェク
タ１１００は、３枚の液晶パネル１００Ｒ、１００Ｇ、
１００Ｂと、タイミング制御回路２００と、処理回路３
００とを備える。このうち、タイミング制御回路２００
は、上位装置から供給される垂直走査信号Ｖｓ、水平走
査信号Ｈｓおよびドットクロック信号ＤＣＬＫにしたが
って、各部を制御するためのタイミング信号やクロック
信号などを生成するものである。
【００３１】一方、処理回路３００は、ガンマ補正回路
３１０、補正回路３２０、Ｓ／Ｐ（シリアル－パラレ
ル）変換回路３３０Ｒ、３３０Ｇ、３３０Ｂおよび反転
増幅回路３４０Ｒ、３４０Ｇ、３４０Ｂから構成されて
いる。このうち、ガンマ補正回路３１０は、Ｒ、Ｇ、Ｂ
に対応して供給されるディジタルの画像データＤＲ、Ｄ
Ｇ、ＤＢに対し、液晶パネル１００Ｒ、１００Ｇ、１０
０Ｂの各々の表示特性に対応するように、ガンマ補正を
施して、画像データＤＲ’、ＤＧ’、ＤＢ’として出力
するものである。続いて、補正回路３２０は、画像デー
タＤＲ’、ＤＧ’、ＤＢ’に対し、フリッカ等を、色毎
に、かつ、画素毎に防止する補正を施すとともに、補正
されたデータをＤ／Ａ変換して、画像信号ＶＩＤＲ、Ｖ
ＩＤＧ、ＶＩＤＢとして出力するものである。なお、補
正回路３２０の詳細については後述することにする。
【００３２】次に、Ｒに対応するＳ／Ｐ変換回路３３０
Ｒは、１系統の画像信号ＶＩＤＲを入力すると、これを
６系統に分配するとともに、時間軸に対して６倍に伸長
（シリアル－パラレル変換）して出力するものである
（図４参照）。ここで、６系統の画像信号に変換する理
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由は、後述するサンプリングスイッチ１５１（図３参
照）において、画像信号の印加時間を長くして、画像信
号のサンプリング時間および充放電時間を十分に確保す
るためであるが、本発明とは直接関係しないので、その
説明を省略することにする。さらに、Ｒに対応する反転
増幅回路３４０Ｒは、画像信号を極性反転させた後、増
幅して、画像信号ＶＩＤｒ１～ＶＩＤｒ６として液晶パ
ネル１００Ｒに供給するものである。
【００３３】なお、補正回路３２０によるＧの画像信号
ＶＩＤＧについても、同様に、Ｓ／Ｐ変換回路３３０Ｇ
によって６系統に変換された後に、反転増幅回路３４０
Ｇによって反転・増幅されて、画像信号ＶＩＤｇ１～Ｖ
ＩＤｇ６として液晶パネル１００Ｇに供給される。同様
に、Ｂの画像信号ＶＩＤＢについても、Ｓ／Ｐ変換回路
３３０Ｂによって６系統に変換された後に、反転増幅回
路３４０Ｂによって反転・増幅されて、画像信号ＶＩＤ
ｂ１～ＶＩＤｂ６として液晶パネル１００Ｂに供給され
る。
【００３４】また、反転・増幅回路３４０Ｒ、３４０
Ｇ、３４０Ｂにおける極性反転とは、一定電位Ｖcを基
準として、その電圧レベルを交互に反転させることをい
う。また、反転するか否かについては、データ線への画
像信号の印加方式が①走査線単位の極性反転であるか、
②データ線単位の極性反転であるか、③画素単位の極性
反転であるかに応じて定められ、その反転周期は、１水
平走査期間またはドットクロック周期に設定されるが、
以下の説明では、便宜的に、①走査線単位の極性反転で
あるとする。
【００３５】＜１－２－１：液晶パネル＞次に、液晶パ
ネル１００Ｒ、１００Ｇ、１００Ｂの構成について説明
する。なお、液晶パネル１００Ｒ、１００Ｇ、１００Ｂ
については、電気的にみれば互いに同一構成であるの
で、ここでは、Ｒに対応する液晶パネル１００Ｒを例に
とって説明する。図３は、液晶パネル１００Ｒの構成を
示すブロック図である。この図に示されるように、液晶
パネル１００の表示領域１００ａにあっては、複数本の
走査線１１２が行（Ｘ）方向に沿って平行に形成され、
また、複数本のデータ線１１４が列（Ｙ）方向に沿って
平行に形成されている。そして、これらの走査線１１２
とデータ線１１４とが交差する部分においては、スイッ
チング素子たるＴＦＴ１１６のゲートが走査線１１２に
接続される一方、ＴＦＴ１１６のソースがデータ線１１
４に接続されるとともに、ＴＦＴ１１６のドレインが矩
形状の透明な画素電極１１８に接続されている。ここ
で、画素電極１１８は、対向電極１０８と対向し、さら
に両電極間において液晶１０５が挟持された構成となっ
ている。すなわち、液晶容量は、画素電極と対向電極と
の間に液晶が挟持されることにより形成される。
【００３６】一方、表示領域１００ａの周辺には、走査
線駆動回路１３０や、データ線駆動回路１４０、サンプ
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リングスイッチ１５１等からなる周辺回路１２０が設け
られる。このうち、走査線駆動回路１３０は、図４に示
されるように、垂直走査期間の開始に供給される転送パ
ルスＤＹを、クロック信号ＣＬＹの論理レベルが遷移す
る毎に（立ち上がりおよび立ち下がり）順次シフトし
て、１水平走査期間１Ｈ毎に排他的にオン電位となるよ
うな走査信号Ｇ１、Ｇ２、Ｇ３、…、Ｇｙを、各走査線
１１２に供給するものである。
【００３７】次に、データ線駆動回路１４０は、順次オ
ン電位となるサンプリング制御信号Ｓ１、Ｓ２、…、Ｓ
ｘを、１水平走査期間内に出力するものである。詳細に
は、データ線駆動回路１４０は、図４に示されるよう
に、水平走査期間のはじまりに供給される転送パルスＤ
Ｘを、クロック信号ＣＬＸの論理レベルが遷移する毎に
順次シフトして、排他的にオン電位となるように、サン
プリング制御信号Ｓ１、Ｓ２、Ｓ３、…、Ｓｘを出力す
るものである。
【００３８】一方、画像信号ＶＩＤｒ１～ＶＩＤｒ６
は、６本の画像信号線１７１を介して供給され、サンプ
リング制御信号Ｓ１、Ｓ２、Ｓ３、…、Ｓｘにしたがっ
て各データ線１１４にサンプリングされる構成となって
いる。詳細には、データ線１１４は６本毎にブロック化
されており、図３において左から数えてｉ（ｉは、１、
２、…、ｎ）番目のブロックに属するデータ線１１４の
６本のうち、最も左に位置するデータ線１１４の一端に
接続されるサンプリングスイッチ１５１は、サンプリン
グ信号Ｓｉがオン電位になると、画像信号線１７１を介
して供給された画像信号ＶＩＤｒ１をサンプリングし
て、当該データ線１１４に供給する構成となっている。
【００３９】また、同じくｉ番目のブロックに属するデ
ータ線１１４の６本のうち、２番目に位置するデータ線
１１４の一端に接続されるサンプリングスイッチ１５１
は、サンプリング信号Ｓｉがオン電位になると、画像信
号ＶＩＤｒ２をサンプリングして、当該データ線１１４
に供給する構成となっている。以下、同様に、ｉ番目の
ブロックに属するデータ線１１４の６本のうち、３、
４、５、６番目に位置するデータ線１１４の一端に接続
されるサンプリングスイッチ１５１の各々は、サンプリ
ング信号Ｓｉがオン電位になると、画像信号ＶＩＤｒ
３、ＶＩＤｒ４、ＶＩＤｒ５、ＶＩＤｒ６の各々をそれ
ぞれサンプリングして、対応するデータ線１１４に供給
する構成となっている。
【００４０】また、表示領域１００ａには、このほか
に、液晶容量の電荷蓄積を補助するための蓄積容量１０
９が各液晶容量に対して並列に形成されている。詳細に
は、蓄積容量１０９の一端は、画素電極１１８（ＴＦＴ
１１６のドレイン）に接続される一方、その他端は、容
量線１７５により共通接続されている。なお、この容量
線１７５には、一定の電位（例えば電位ＬＣcomや、オ
ン電位Ｖdd、オフ電位Ｖssなど）に共通接地されてい
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る。
【００４１】＜１－２－２：補正回路＞次に、図２にお
ける補正回路３２０の詳細な構成ついて説明する。図５
は、この補正回路の構成を示すブロック図である。この
図において、補正量出力部３２２は、ディジタルの画像
データＤＲ’、ＤＧ’、ＤＢ’にそれぞれ対応する補正
データＣｍｐ－Ｒ、Ｃｍｐ－Ｇ、Ｃｍｐ－Ｂを、表示領
域１００ａにおける座標位置に対応して出力するもので
ある。なお、この補正量出力部３２２の詳細について
は、さらに後述することにする。
【００４２】さて、信号ＰＳは、補正後の画像信号ＶＩ
ＤＲ、ＶＩＤＧ、ＶＩＤＢを正極性書込に対応して供給
すべき場合であればＨレベルになる一方、負極性書込に
対応して供給すべき場合であればＬレベルとなる信号で
ある。続いて、ＲＧＢの各々に対応するセレクタ３２４
は、信号ＰＳがＨレベルであれば、入力端Ａをそれぞれ
選択する一方、信号ＰＳがＬレベルであれば、入力端Ｂ
をそれぞれ選択するものである。ここで、各セレクタ３
２４の入力端Ａには、それぞれ補正データＣｍｐ－Ｒ、
Ｃｍｐ－Ｇ、Ｃｍｐ－Ｂが供給される一方、入力端Ｂに
はゼロデータが供給されている。
【００４３】次に、ＲＧＢの各々に対応する加算器３２
６は、それぞれセレクタ３２４によって選択されたデー
タを、それぞれ元の画像データＤＲ’、ＤＧ’、ＤＢ’
に加算して出力するものである。そして、ＲＧＢの各々
に対応するＤ／Ａ変換器３２８は、それぞれ加算器３２
６による加算されたデータをアナログ変換して、補正さ
れた画像信号ＶＩＤＲ、ＶＩＤＧ、ＶＩＤＢとして出力
するものである。
【００４４】このような構成において、信号ＰＳがＨレ
ベルである場合、すなわち、正極性書込を行う場合に
は、セレクタ３２４では入力端Ａがそれぞれ選択される
ので、画像データＤＲ’、ＤＧ’、ＤＢ’には、それぞ
れ補正データＣｍｐ－Ｒ、Ｃｍｐ－Ｇ、Ｃｍｐ－Ｂが、
色毎に加算されることになる。一方、信号ＰＳがＬレベ
ルである場合、すなわち、負極性書込を行う場合には、
セレクタ３２４では入力端Ｂがそれぞれ選択されるの
で、画像データＤＲ’、ＤＧ’、ＤＢ’には、ゼロのデ
ータが加算される結果、実質的な補正が行われない。
【００４５】このため、負極性書込における電圧実効値
に対して不足する分を、正極性書込における画像データ
に、補正データとして予め上乗せする。これにより、正
極性書込において、補正データが加算された画像データ
をアナログ変換して液晶容量に正極性で書き込んだ場合
の電圧実効値を、補正が行われない画像データをアナロ
グ変換して液晶容量に負極性で書き込んだ場合の電圧実
効値と等しくすることができる。この際、次に詳述する
補正量出力部３２２によって、補正データを、画像デー
タのレベルのみならず、表示領域１００ａにおける座標
位置（画素位置）についても、対応させて出力すること
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により、フリッカ等による表示品位の低下を防止するこ
とができる。
【００４６】＜１－２－２－１：補正量出力部の構成＞
そこで次に、図５における補正量出力部３２２の詳細に
ついて説明する。図６は、この補正量出力部３２２の構
成を示すブロック図である。この図に示されるように補
正量出力部３２２は、Ｘカウンタ１０、Ｙカウンタ１
１、ＲＯＭ（ReadOnly Memory）１２、補間処理部１３
および補正ユニットＵＲ、ＵＧ、ＵＢから構成される。
【００４７】このうち、Ｘカウンタ１０は、１ドット
（画素）分の画像データの供給周期に同期するドットク
ロック信号ＤＣＬＫをカウントして、画像データのＸ座
標を示すＸ座標データＤｘを出力するものである。一
方、Ｙカウンタ１１は、水平走査に同期する水平クロッ
ク信号ＨＣＬＫをカウントして、画像データのＹ座標を
示すＹ座標データＤｙを出力するものである。したがっ
て、Ｘ座標データＤｘとＹ座標データＤｙとを参照する
ことによって、当該画像データに対応するドット（画
素）の座標を知ることができる。なお、水平クロック信
号ＨＣＬＫを１／２分周したものが、上述したクロック
信号ＣＬＹである。また、ドットクロック信号ＤＣＬＫ
を１／１２分周したものが、上述したクロック信号ＣＬ
Ｘである。
【００４８】次に、ＲＯＭ１２は不揮発性のメモリであ
り、プロジェクタ１１００の電源投入時に、基準補正デ
ータＤrefr、Ｄrefg、ＤrefbをＲＧＢに対応して出力す
る。この基準補正データＤrefr、Ｄrefg、Ｄrefbは、予
め定められた複数の基準座標毎に対応するものであっ
て、フリッカ等を補正する際の基準となるデータであ
る。
【００４９】ここで、本実施形態における基準座標につ
いて説明する。図７は、基準座標について表示領域１０
０ａとの関連において説明するための概念図である。説
明の便宜上、表示領域１００ａにおける画素の配列が、
横１０２４ドット×縦７６８ドットで構成されるものと
すると、この表示領域を、横８個×縦６個のブロックに
分割し、これらブロックの頂点に位置する計６３点の座
標（図において黒丸で示される）を、本実施形態では基
準座標と称呼することしたものである。
【００５０】次に、ＲＧＢの色毎における特定レベルに
ついて説明する。一般に、液晶パネルは、液晶の組成に
応じた表示特性を有するので、画像データが取り得るレ
ベルのうち、ある１つのレベルに対応する補正データを
用いて、画像データのすべてのレベルにわたって補正し
ても、正確な補正を行うことができない。例えば、中央
（灰色）レベルで最適化された補正データを用いて、画
像データが取り得るレベルのすべてにわたって補正して
も、特に黒レベルや白レベルにおいて正確な補正を行う
ことができず、したがって、そのようなレベルにおいて
輝度ムラを抑圧することができない。一方、画像データ
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のすべてのレベルに対応して補正データを格納するのは
理想的ではあるが、ＲＯＭ１２において必要とする記憶
容量が増大してしまうことになる。そこでまず、本実施
形態においては、ＲＧＢ毎に、３つの異なるレベルに対
応して基準補正データＤrefr、Ｄrefg、Ｄrefgを記憶し
ておき、これら３つのレベル以外のレベルに対応する補
正データについては、記憶した基準補正データから補間
処理して求めることとした。
【００５１】これについて詳細に説明する。図８は、液
晶容量に印加される電圧実効値と透過率（または反射
率）との関係を示す表示特性Ｗにおいて、色を特定しな
い場合の基準補正データＤrefに対応する電圧レベル
が、どの地点に相当するかを示すための図である。な
お、この図は、液晶容量に印加される電圧実効値がゼロ
である場合に、透過率が最大（白表示）となるノーマリ
ーホワイトモードについて示している。
【００５２】この図に示されるように、表示特性Ｗは、
液晶容量に印加される電圧実効値がゼロから次第に大き
くなると、透過率が緩やかに低下し、電圧レベルＶ１を
越えると急峻に透過率が低下し、さらに、電圧レベルＶ
３を越えると透過率が緩やかに低下する。ここで、電圧
レベルＶ０は、画像データが最小レベルとなる場合に液
晶容量に印加される電圧実効値であり、電圧レベルＶ４
は、画像データが最大レベルとなる場合に液晶容量に印
加される電圧実効値である。そして、このような表示特
性Ｗにおいて、本実施形態における基準補正データＤre
fは、電圧レベルＶ１、Ｖ２およびＶ３のそれぞれに対
して、後述する手法により設定されたものである。な
お、電圧レベルＶ１およびＶ３は、表示特性Ｗにおいて
急峻に変化する点に対応するものであり、電圧レベルＶ
２は、透過率が略５０％となる点に対応している。
【００５３】ここで、上述した３つの電圧レベルを選ん
だ理由は、次の通りである。第１に、電圧レベルＶ１未
満の領域、または、電圧レベルＶ３を越える領域におい
ては、画像データのレベルが大きく相違しても、透過率
変化が小さいので、電圧レベルＶ１またはＶ３に対応す
る基準補正データＤrefを用いれば、通常では十分であ
る、と考えられるからである。第２に、仮に電圧レベル
Ｖ１、Ｖ３の替わりに電圧レベルＶ０、Ｖ４に対応する
基準補正データＤrefを記憶して、電圧レベルＶ０～Ｖ
４の範囲における各レベルに対応する補正データを補間
処理して算出すると、表示特性Ｗが、電圧レベルＶ１、
Ｖ３にて急峻に変化するため、補正データを全域にわた
って正確に算出することができないからである。第３
に、透過率が略５０％となる電圧レベルＶ２を用いるこ
とによって、補間処理の精度を高めることができるから
である。
【００５４】なお、以下の説明においては、電圧レベル
Ｖ１を白基準レベルと、電圧レベルＶ２を中央基準レベ
ルと、電圧レベルＶ３を黒基準レベルと、それぞれ適宜
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称呼することにする。また、この例では、白基準レベル
と、中央基準レベルと、黒基準レベルとに対応して基準
補正データＤrefを用意することにしたが、白基準レベ
ルから黒基準レベルまでの範囲を分割する複数点に対応
して基準補正データＤrefを用意してもよい。すなわ
ち、白基準レベルと、複数の中間基準レベルと、黒基準
レベルとに対応して基準補正データＤrefを用意しても
よい。
【００５５】次に、ＲＯＭ１２の記憶内容について説明
する。図９は、ＲＯＭ１２の記憶内容を示す図である。
この図に示されるように、ＲＯＭ１２には、６３点の基
準座標毎に、９個の基準補正データＤrefが格納されて
いる。詳細には、１個の基準座標に対応する基準補正デ
ータＤrefは、それぞれＲＧＢに対応する基準補正デー
タＤrefr、Ｄrefg、Ｄrefbからなり、各色の基準補正デ
ータは、さらに白基準レベル、中央基準レベルおよび黒
基準レベルにそれぞれ対応して格納されている。
【００５６】ここで、図９において、データを示す
「Ｄ」に続く第１番目の添字「Ｒ」、「Ｇ」、「Ｂ」
は、どの色に対応しているかを示している。また、第２
番目の添字のうち、「ｗ」は白基準レベルに、「ｃ」は
中央基準レベルに、「ｂ」は黒基準レベルに、それぞれ
対応していることを示している。さらに、第３番目およ
び第４番目の添字「ｉ、ｊ」は、対応する基準座標を示
している。例えば、「ＤＲｃ２５６、１」とは、Ｒ
（赤）色であって、中央基準レベルに対応し、かつ、基
準座標（２５６、１）に対応する基準補正データである
ことを示している。なお、以下の説明では、基準補正デ
ータについて、ＲＧＢの各色で区別する場合、Ｒに対応
するものをＤrefrと、Ｇに対応するものをＤrefgと、Ｂ
に対応するものをＤrefbとそれぞれ表記する一方、ＲＧ
Ｂの各色で区別しない場合、単にＤrefと表記すること
にする。
【００５７】次に、基準補正データＤrefの設定につい
て説明する。図１０は、基準補正データＤrefを設定す
る際に用いるシステムの構成を示す図である。この図に
示されるシステム１０００は、実施形態に係るプロジェ
クタ１１００、ＣＣＤカメラ５００、パーソナルコンピ
ュータ６００およびスクリーンＳから構成されるが、補
正回路３２０については動作を停止させている。さて、
このシステムにおいて、ＣＣＤカメラ５００は、プロジ
ェクタ１１００により投射されてスクリーンＳに写し出
された画像を撮像して、画像信号Ｖｓに変換出力するも
のである。また、パーソナルコンピュータ６００は、画
像信号Ｖｓを解析して次のような手順で基準補正データ
Ｄrefを生成するものである。
【００５８】まず、このシステム１０００に、図示せぬ
信号発生器を接続して、電圧レベルＶ１に対応するＲの
画像データＤＲ’を供給する（画像データＤＧ’、Ｄ
Ｂ’については、最低透過率の電圧レベルＶ４に対応さ



(11) 特許３４７３６００

10

20

30

40

50

21
せて固定する）。これにより、スクリーンＳには明るい
赤一色の画像が、正極性書込・負極性書込により交互に
表示される。次に、この画像は、ＣＣＤカメラ５００に
よって撮像され、画像信号Ｖｓとして、パーソナルコン
ピュータ６００に供給される。そして、パーソナルコン
ピュータ６００は、画像信号Ｖｓから、１フレームの画
面を図７に示される縦６個×横８個のブロックに分割し
て、各ブロックの平均輝度レベルを正極性書込時と負極
性書込時とにおいて求め、これに基づいて、各基準座標
の輝度レベルを算出する。この際、パーソナルコンピュ
ータ６００は、ある基準座標の輝度レベルについて、当
該基準座標に隣接する１、２または４つのブロックの平
均輝度レベルを平均して求める。
【００５９】続いて、パーソナルコンピュータ６００
は、基準座標の輝度レベルについて正極性書込・負極性
書込と比較し、いずれか一方の書込を基準としたとき
に、他方の書込において不足分または過剰分を求めて、
その分に基づいて基準補正データＤrefを算出する。な
お、本実施形態では、基準となる極性を負極性書込とし
て、正極性書込において補正を行う構成となっているの
で、負極性書込に対する不足分が算出されることにな
る。同様な動作を、パーソナルコンピュータ６００は、
６３点のすべての基準座標について、さらに、中央基準
レベル（電圧レベルＶ２）、黒基準レベル（Ｖ３）につ
いても実行して、Ｒに対応する基準補正データＤrefrを
算出する。
【００６０】引き続き、画像データＤＲ’、ＤＢ’を最
低透過率の電圧レベルＶ４に対応させて固定し、Ｇの画
像データＤＧ’を白基準レベル、中央基準レベル、黒基
準レベルに対応するように順次切り替えて、パーソナル
コンピュータ６００に対し、Ｇに対応する基準補正デー
タＤrefgを算出させる。同様に、画像データＤＲ’、Ｄ
Ｇ’を最低透過率の電圧レベルＶ４に対応させて固定
し、Ｂの画像データＤＢ’を白基準レベル、中央基準レ
ベル、黒基準レベルに対応するように順次切り替えて、
パーソナルコンピュータ６００に対し、Ｂに対応する基
準補正データＤrefbを算出させる。そして、このように
算出された基準補正データＤrefr、Ｄrefg、Ｄrefbが、
当該プロジェクタ１１００におけるＲＯＭ１２に格納さ
れる。
【００６１】説明を再び図６に戻すと、補間処理部１３
は、白基準レベル、中央基準レベルおよび黒基準レベル
に対応する基準補正データＤrefr、Ｄrefg、Ｄrefbを、
ＲＧＢの色毎に補間処理することによって、ＲＧＢにそ
れぞれ対応する補正データ（第１補正データ）ＤＨｒ、
ＤＨｇ、ＤＨｂを、基準座標毎に算出するものである。
具体的には、補間処理部１３は、例えばＲにおいて、電
圧Ｖ１レベル（白基準レベル）に対応する基準補正デー
タＤrefrと電圧レベルＶ２（中央基準レベル）に対応す
る基準補正データＤrefrとから、白基準レベルから中央
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基準レベルまでの各レベルに対応して補正データＤＨｒ
を算出し、同様に、電圧レベルＶ２に対応する基準補正
データＤrefと電圧レベルＶ３（黒基準レベル）に対応
する基準補正データＤrefrとから、中央基準レベルから
黒基準レベルまでの各レベルに対応して補正データＤＨ
ｒを算出する。
【００６２】なお、本実施形態における補間処理部１３
は、直線補間によって補正データＤＨを算出するものと
する。例えば、電圧レベルＶａ（ただし、Ｖ１＜Ｖａ＜
Ｖ２）、座標（ｉ、ｊ）、Ｒに対応する補正データＤＨ
ｒは、次の式で与えられる。
すなわち、ＤＨｒ＝（ＤＲｗｉ、ｊ）・（Ｖａ－Ｖ１）
／（Ｖ２－Ｖ１）＋（ＤＲｃｉ、ｊ）・（Ｖ２－Ｖａ）
／（Ｖ２－Ｖ１）
したがって、補間処理部１３によって、６３点の基準座
標毎に、電圧レベルＶ１（白基準レベル）から電圧レベ
ルＶ３（黒基準レベル）までの各レベルに対応した補正
データＤＨｒ、ＤＨｇ、ＤＨｂが算出されることにな
る。
【００６３】次に、Ｒに対応する補正ユニットＵＲは、
上述した補間処理部１３で生成された補正データＤＨｒ
について座標方向に補間処理を実行して、画像データＤ
Ｒ’のレベルおよび座標位置に対応する補正データＣｍ
ｐ－Ｒを出力するものである。同様に、Ｇに対応する補
正ユニットＵＧは、補正データＤＨｇについて座標方向
に補間処理を実行して、画像データＤＧ’のレベルおよ
び座標位置に対応する補正データＣｍｐ－Ｇを出力する
ものであり、Ｂに対応する補正ユニットＵＢは、補正デ
ータＤＨｂについて座標方向に補間処理を実行して、画
像データＤＢ’のレベルおよび座標位置に対応する補正
データＣｍｐ－Ｂを出力するものである。なお、各補正
ユニットＵＲ、ＵＧ、ＵＢは、本実施形態では共通構成
であるので、代表してＲに対応する補正ユニットＵＲに
ついて説明することする。
【００６４】さて、補正ユニットＵＲは、補正テーブル
１４Ｒ、演算部１５Ｒおよびアドレス発生部１７Ｒを備
えている。このうち、補正テーブル１４Ｒは、補間処理
部１３による補正データＤＨｒについて、基準座標を行
アドレスとし、レベル方向を列アドレスとした領域に記
憶する一方、読出アドレスで指定された記憶領域から４
点の補正データＤＨｒ１～ＤＨｒ４を出力する構成とな
っている。
【００６５】ここで、補正テーブル１４Ｒにおける記憶
内容について図１１を参照して説明する。この図におい
て、「ｍ」は電圧レベルＶ１に対応する画像データを示
し、「ｎ」は電圧レベルＶ３に対応する画像データを示
す。図に示されるように、補正テーブル１４Ｒは、各基
準座標に対応付けて補正データＤＨｒを記憶している。
ここで、補正データＤＨｒに続く第１番目および第２番
目の添字「ｉ、ｊ」は、対応する基準座標を示すもので
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あり、第３番目の括弧内数字は、対応する画像データの
レベルを示している。例えば、ＤＨｒ１、１２８（ｍ＋
２）とは、基準座標（１、１２８）、画像データのレベ
ル（ｍ＋２）に対応する補正データであることを示して
いる。
【００６６】次に、アドレス発生部１７Ｒは、Ｘ座標デ
ータＤｘ、Ｙ座標データＤｙと、画像データＤＲ’とに
基づいて、以下の手順で４つの読出アドレスを順次生成
するものである。すなわち、第１に、アドレス発生部１
７Ｒは、Ｘ座標データＤｘおよびＹ座標データＤｙによ
って特定される座標の近傍に位置する４点の基準座標を
特定する。例えば、Ｘ座標データＤｘおよびＹ座標デー
タＤｙによって特定される座標が（６４、６４）である
ならば（図７参照）、基準座標として４つの（１、
１）、（１２８、１）、（１、１２８）、（１２８、１
２８）を特定する。これにより、第１行、第２行、第１
０行、第１１行を指示する４つの行アドレスが生成され
る。第２に、アドレス発生部１７Ｒは、画像データＤ
Ｒ’のレベルに対応する列アドレスを生成する。例え
ば、画像データＤＲ’のレベルが「ｍ＋１」であるなら
ば、第２列を指示する列アドレスを生成する。ただし、
画像データＤＲ’が「ｍ」未満の場合には第１列を指示
する列アドレスを生成し、画像データＤＲ’が「ｎ」を
越える場合には「ｎ」に対応する列アドレスを生成す
る。第３に、アドレス発生部１７Ｒは、４つの行アドレ
スと１つの列アドレスを組み合わせて４つの読出アドレ
スを生成する。そして、このアドレス発生部１４Ｒによ
って、補正テーブル１４Ｒに記憶されている補正データ
ＤＨｒの中から、４つの補正データＤＨｒ１～ＤＨｒ４
が選択される。例えば、画像データＤＲ’のレベルが
「ｍ＋１」であり、Ｘ座標データＤｘおよびＹ座標デー
タＤｙによって特定される座標が（６４、６４）である
ならば、図１１においてＤＨｒ１，１（ｍ＋１）と、Ｄ
Ｈｒ１２８，１（ｍ＋１）と、ＤＨｒ１，１２８（ｍ＋
１）と、ＤＨｒ１２８，１２８（ｍ＋１）とが補正デー
タＤＨｒ１～ＤＨｒ４として補正テーブル１４Ｒから読
み出される。
【００６７】次に、図６における演算部１５Ｒは、読み
出された４点の補正データＤＨｒ１～ＤＨｒ４を用い
て、Ｘ座標データＤｘおよびＹ座標データＤｙによって
特定される座標（当該画像データＤＲ’に対応する座
標）に相当するであろう補正データＣｍｐ－Ｒを補間処
理により求めるものである。詳細には、演算部１５Ｒ
は、４点の補正データＤＨｒ１～ＤＨｒ４に対し、Ｘ座
標データＤｘおよびＹ座標データＤｙによって特定され
る座標から、補正データＤＨｒ１～ＤＨｒ４に対応する
座標までの各距離に応じて直線補間することにより、補
正データＣｍｐ－Ｒを求める。
【００６８】なお、この補正データＣｍｐ－Ｒは、正極
性書込であれば、図５における加算器３２６により画像
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データＤＲ’と加算されて、Ｄ／Ａ変換器３２８により
アナログの画像信号ＶＩＤＲとして出力される。また、
ここでは、Ｒに対応する補正データＣｍｐ－Ｒを生成す
る場合について説明したが、Ｇに対応する補正データＣ
ｍｐ－Ｇや、Ｂに対応する補正データＣｍｐ－Ｂについ
ても同様な処理により求められて、正極性書込であれ
ば、それぞれ画像データＤＧ’、ＤＢ’と加算された
後、アナログの画像信号ＶＩＤＧ、ＶＩＤＢとして出力
されることになる。
【００６９】＜１－２－２－２：補正回路の動作＞次
に、補正回路３２０の動作について説明する。図１２
は、補正回路の動作を示すフローチャートである。ま
ず、プロジェクタ１１００に電源が投入されると、ＲＯ
Ｍ１２から各基準座標に対応する基準補正データＤref
（Ｄrefr、Ｄrefg、Ｄrefb）が読み出される（ステップ
Ｓ１）。
【００７０】次に、補間処理部１３は、基準補正データ
Ｄrefr、Ｄrefg、Ｄrefbに基づいて、レベル方向の補間
処理を実行して、補正データＤＨｒ、ＤＨｇ、ＤＨｂを
生成する（ステップＳ２）。すなわち、基準補正データ
Ｄrefr、Ｄrefg、Ｄrefbの各々は、それぞれ、６３点の
基準座標における３つの電圧レベルＶ１、Ｖ２、Ｖ３に
しか対応していないので、電圧レベルＶ１から電圧レベ
ルＶ３までの各レベルに対応する補正データＤＨｒ、Ｄ
Ｈｇ、ＤＨｂについては、それぞれ補間処理によって生
成することにしたものである。
【００７１】次に、補正テーブル１４Ｒ、１４Ｇ、１４
Ｂに、補正データＤＨｒ、ＤＨｇ、ＤＨｂがそれぞれ格
納されると、ドットクロック信号ＤＣＬＫおよび水平ク
ロック信号ＨＣＬＫに同期して、１ドット（画素）分の
画像データＤＲ’、ＤＧ’、ＤＢ’が供給されたか否か
が判別される（ステップＳ３）。この判別結果が否定的
であれば、再び処理の手順がステップＳ３に戻って待機
状態になる。一方、ステップＳ３の判別結果が肯定的で
あれば、さらに、現時点において信号ＰＳがＨレベルで
あるか否か（すなわち、正極性書込を行うのか否か）が
判別される（ステップＳ４）。この判別結果が否定的で
あれば（すなわち、負極性書込を行うのであれば）、上
述したようにセレクタ３２４によりゼロデータが画像デ
ータＤＲ’、ＤＧ’、ＤＢ’に加算されるのみであり、
したがって、実質的な補正が行われないまま、再び処理
の手順がステップＳ３に戻って待機状態になる。
【００７２】また、ステップＳ４の判別結果が肯定的で
あれば、Ｘカウンタ１０から出力されるＸデータ座標Ｄ
ｘおよびＹカウンタ１１から出力されるＹデータ座標Ｄ
ｙによって、現時点における画像データＤＲ’、Ｄ
Ｇ’、ＤＢ’が、表示領域１００ａにおいて、いかなる
座標位置に対応しているのかが示されることになる。そ
して、Ｒについて座標方向の補間処理の元になる補正デ
ータＤＨｒ１～ＤＨｒ４が、Ｘ座標データＤｘおよびＹ
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座標データＤｙと、画像データＤＲ’のレベルとに基づ
いて、補正テーブル１４Ｒから読み出される。同様に、
Ｇについて座標方向の補間処理の元になる補正データＤ
Ｈｇ１～ＤＨｇ４が、Ｘ座標データＤｘおよびＹ座標デ
ータＤｙと、画像データＤＧ’のレベルとに基づいて、
補正テーブル１４Ｇから読み出され、Ｂについて座標方
向の補間処理の元になる補正データＤＨｂ１～ＤＨｂ４
が、Ｘ座標データＤｘおよびＹ座標データＤｙと、画像
データＤＢ’のレベルとに基づいて、補正テーブル１４
Ｂから読み出される（ステップＳ５）。
【００７３】この後、補正データＤＨｒ１～ＤＨｒ４
が、Ｘ座標データＤｘおよびＹ座標データＤｙに基づ
き、演算部１５Ｒによって補間処理されて、補正データ
Ｃｍｐ－Ｒが生成される。同様に、補正データＤＨｇ１
～ＤＨｇ４が、演算部１５Ｇによって補間処理されて、
補正データＣｍｐ－Ｇが生成され、補正データＤＨｂ１
～ＤＨｂ４が、演算部１５Ｂによって補間処理されて、
補正データＣｍｐ－Ｂが生成される（ステップＳ６）。
【００７４】そして、補正データＣｍｐ－Ｒと画像デー
タＤＲ’とが加算器３２４によって加算された後、Ｄ／
Ａ変換器３２８によってアナログ変換されて、Ｒ（赤）
の画像信号ＶＩＤＲとして出力される。同様に、補正デ
ータＣｍｐ－Ｇと画像データＤＧ’とが加算された後、
アナログ変換されて、Ｇ（緑）の画像信号ＶＩＤＧとし
て出力され、補正データＣｍｐ－Ｂと画像データＤＢ’
とが加算された後、アナログ変換されて、Ｂ（青）の画
像信号ＶＩＤＢとして出力される（ステップＳ７）。こ
の後、次の１ドット分の画像データＤＲ’、ＤＧ’、Ｄ
Ｂ’についても同様な処理を実行すべく、処理手順が再
びＳ３に戻ることになる。
【００７５】このように、本実施形態によれば、例えば
Ｒについて着目すれば、正極性書込であれば、画像デー
タＤＲ’のレベル全域にわたって、適切な補正データＣ
ｍｐ－Ｒが求められて、画像データＤＲ’に加算される
が、負極性書込であれば、画像データＤＲ’の実質的な
補正は行われないので、液晶容量に印加される電圧実効
値は、両極性でほぼ等しくなる。例えば、図１３（ｂ）
に示されるように、正極性書込において、補正量データ
Ｃｍｐ－Ｒに相当する電圧Ｃｍｐが、補正しない場合の
電圧Ｖgpに加算されて画素電極に印加されるので、負極
性書込において電圧Ｖgnを画素電極に印加したときの電
圧実効値に対して不足していた分が補われる結果、液晶
容量に印加される電圧実効値は両極性でほぼ等しくな
る。このため、フリッカ等による表示品位の低下が抑え
られることになる。
【００７６】さらに、補正回路３２０においては、同じ
くＲについて着目すれば、基準座標毎に対応し、かつ、
３つの電圧レベルＶ１、Ｖ２、Ｖ３に対応する基準補正
データＤrefrから、画像データの各レベルに対応する補
正データＤＨｒが基準座標毎に生成されるとともに、４
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点の補正データＤＨｒ１～ＤＨｒ４に対し、Ｘ座標デー
タＤｘおよびＹ座標データＤｙに応じ補間処理が施され
て、補正データＣｍｐ－Ｒが生成される。このため、画
像データのレベルのみならず、画像データＤＲ’の座標
位置にも対応して補正が施されるので、フリッカ等の表
示品位の低下を、表示領域１００ａの全域にわたって適
切に抑えることが可能となる。
【００７７】くわえて、レベルに対応する補間処理を実
行した後に、座標方向に補間処理が実行されるので、す
なわち、２段階の補間処理が実行されるので、ＲＯＭ１
２および補正テーブル１４Ｒのメモリ容量が大幅に削減
されることになる。また、Ｘカウンタ１０、Ｙカウンタ
１１、ＲＯＭ１２および補間処理部１３は、各補正ユニ
ットＵＲ、ＵＧ、ＵＢで兼用しているので、その分、構
成が簡易となる結果、低コストを図ることが可能であ
る。なお、上述した実施形態にあっては、ガンマ補正回
路３１０の後段に補正回路３２０が設けられたが、これ
を逆転させ、画像データＤＲ、ＤＧ、ＤＢを補正回路３
２０に入力して補正を施した後に、ガンマ補正を施すよ
うにしてもよいことは勿論である。
【００７８】＜２：第２実施形態＞次に、本発明の第２
実施形態に係るプロジェクタについて説明する。このプ
ロジェクタは、第１実施形態のうち、補正回路３２０に
おける補正量出力部３２２を、図１４に示される補正量
出力部３２２’に置換したものである。なお、他の部分
については、第１実施形態と同様であるので、その説明
を省略することにする。
【００７９】＜２－１：補正回路、特に補正量出力部の
構成＞さて、図１４に示される補正量出力部３２２’
は、基準補正データＤrefr、Ｄrefg、Ｄrefbを予め記憶
しておき、補間処理部１３によってレベル方向の補間を
施して補正データＤＨｒ、ＤＨｇ、ＤＨｂを生成し、さ
らに、これらに基づいて補正データＣｍｐ－Ｒ、Ｃｍｐ
－Ｇ、Ｃｍｐ－Ｂを生成するといった基本的仕組みは、
第１実施形態における補正量出力部３２２（図６参照）
と共通である。
【００８０】しかしながら、第２実施形態における補正
量出力部３２２’は、ＲＯＭ１２の替わりに記憶容量の
少ないＲＯＭ１２’を用いる点、および、補正テーブル
１４Ｒ、１４Ｂの替わりに記憶容量の少ない補正テーブ
ル１４Ｒ’、１４Ｂ’を用いる点で、第１実施形態の補
正量出力部３２２と相違している。
【００８１】さて、人の視覚には、Ｒ（赤）、Ｂ（青）
と比較してＧ（緑）の感度が高いといった特性がある。
このため、フリッカ等にあっては、Ｇが視認されやすく
なる反面、ＲやＢでは視認されにくい傾向がある。した
がって、ＲＧＢの補正精度を必ずしも同一とする必要は
なく、むしろＲやＢの補正精度をＧに比べて相対的に落
とすことにより、必要なメモリ容量を削減することがで
きる。本実施形態は、この点に鑑みてなされたものであ
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り、人の視覚特性に応じて、基準補正データＤrefr、Ｄ
refg、Ｄrefbのデータ量の割合を定めることにより、あ
る記憶容量のＲＯＭ１２’を用いて、視覚上最大の効果
を得られるようにしたものである。そこで、以下、補正
量出力部３２２’に用いられるＲＯＭ１２’および補正
テーブル１４Ｒ’、１４Ｂ’を中心に説明する。
【００８２】まず、図１５は、第２実施形態における基
準座標について、表示領域１００ａとの関連において説
明するための概念図である。この図に示されるように、
表示領域は、第１実施形態と同様に横１０２４ドット×
縦７６８ドットで構成されるが、Ｇと、ＲＢとの基準座
標は、互いに異なっている。すなわち、Ｇの基準座標
は、表示領域１００ａを、横８個×縦６個のブロックに
分割して、これらブロックの頂点に位置する計６３点の
座標（図において黒丸および二重丸で示される）であ
る。一方、ＲおよびＢの基準座標は、Ｇの基準座標に対
応する６３点のうち、二重丸で示される２０点のみであ
る。すなわち、Ｒ、Ｂの基準座標は、Ｇの基準座標の中
からを一定の規則に従って抽出したものである。したが
って、Ｒの基準補正データＤrefrおよびＢの基準補正デ
ータＤrefbは、それぞれ２０点の基準座標の各々に対応
して記憶されるので、６３点の基準座標の各々に対応し
て記憶されるＧの基準補正データＤrefgと比較して、そ
のデータ量は、２０／６３（≒１／３）になる。
【００８３】次に、本実施形態におけるＲＯＭ１２’に
おいて、基準補正データＤrefr、Ｄrefg、Ｄrefbがどの
ように格納されるかについて、図１６を参照して説明す
る。この図に示されるように、ＲＯＭ１２’において、
Ｇにあっては、基準補正データＤＧｗｉ，ｊと、ＤＧｃ
ｉ，ｊと、ＤＧｂｉ，ｊとのトリオが、６３点の基準座
標毎に記憶されている。一方、ＲＯＭ１２’において、
Ｒにあっては、基準補正データＤＲｗｉ，ｊと、ＤＲｃ
ｉ，ｊと、ＤＲｂｉ，ｊとのトリオが、２０点の基準座
標毎に記憶され、同様に、Ｂにあっては、基準補正デー
タＤＢｗｉ，ｊと、ＤＢｃｉ，ｊと、ＤＢｂｉ，ｊとの
トリオが、２０点の基準座標毎に記憶されている。
【００８４】このため、基準補正データＤrefr、Ｄrefb
は、例えば、図１６に示される第１行の基準座標（１、
１）、（１２８、１）、…、（１０２４、１）のうち、
（１、１）、（２５６、１）、（５１２、１）、（７６
８、１）、（１０２４、１）について記憶され、第２行
については記憶されないことになる。さらに、第３行以
降についても第１行および第２行と同様に基準座標が間
引かれる。したがって、ＲＯＭ１２’の記憶容量は、す
べての基準座標について記憶する場合（第１実施形態の
ＲＯＭ１２）と比較して、（２０＋６３＋２０）／（６
３＋６３＋６３）、すなわち約５４％で済む。これによ
り、まず、ＲＯＭ１２’の記憶容量を大幅に削減するこ
とができる。
【００８５】次に、このような基準補正データＤrefrか
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ら補間処理により生成される補正データＤＨｒが、補正
テーブル１４Ｒ’において、どのように記憶されるかに
ついて、図１７を参照して説明する。この図に示される
ように、補正テーブル１４Ｒ’には、補正データＤＨｒ
が、２０点の基準座標毎に、かつ、第１列に相当する電
圧レベルＶ１から第ｎ列に相当する電圧レベルＶ３まで
のレベル毎に、それぞれ対応して記憶されている。
【００８６】ここで、第１実施形態においては、ＲＧＢ
の各々について、６３点の基準座標に対応して基準補正
データＤrefr、Ｄrefbを記憶する一方、これらにレベル
方向の補間処理を施して、補正データＤＨｒ、ＤＨｂを
生成していた。これに対して、第２実施形態では、Ｒ、
Ｂについては、２０点の基準座標に対応して基準補正デ
ータＤrefr、Ｄrefbを記憶する一方、これらにレベル方
向の補間処理を施して、補正データＤＨｒ、ＤＨｂを生
成している。このため、第２実施形態において、補正デ
ータＤＨｒ、ＤＨｂのデータ量は、第１実施形態と比較
して約１／３に減少する。したがって、これらを記憶す
る補正テーブル１４Ｒ’、１４Ｂ’の記憶容量を約１／
３に削減することができる。
【００８７】＜２－２：補正回路、特に補正量出力部の
動作＞次に、第２実施形態における補正量出力部３２
２’の動作を具体的に説明する。まず、電源が投入され
ると、ＲＯＭ１２’から、Ｇについては６３点の基準座
標に対応する基準補正データＤrefgが読み出される一
方、Ｒおよび色については２０点の基準座標に対応する
基準補正データＤrefr、Ｄrefbが読み出される。続いて
補間処理部１３は、各基準補正データＤrefr、Ｄrefg、
Ｄrefbにレベル方向の補間処理を施して、補正データＤ
Ｈｒ、ＤＨｇ、ＤＨｂを生成し、これらを補正テーブル
１４Ｒ’、１４Ｇ、１４Ｂ’に転送する。
【００８８】一方、Ｘカウンタ１０はドットクロック信
号ＤＣＬＫを、Ｙカウンタ１１は水平クロック信号ＨＣ
ＬＫを、それぞれカウントするが、これらのカウント結
果であるＸ座標データがＤｘ＝６４となり、かつ、Ｙ座
標データがＤｙ＝６４となった場合を想定する。すなわ
ち、図１５において、座標（６４、６４）のドットに対
応する画像データＤＲ’、ＤＧ’、ＤＢ’を補正する場
合について想定する。
【００８９】さて、座標方向の補間処理の元になる補正
データであって、Ｒに対応する４点の補正データＤＨｒ
１～ＤＨｒ４が、Ｘ座標データＤｘおよびＹ座標データ
Ｄｙと、画像データのレベルとに基づいて、補正テーブ
ル１４Ｒ’から読み出される。Ｇについても４点の補正
データＤＨｇ１～ＤＨｇ４が補正テーブル１４Ｇから読
み出され、同様に、Ｂについても４点の補正データＤＨ
ｂ１～ＤＨｂ４が補正テーブル１４Ｂ’から読み出され
る。ここで、Ｇについては、（１、１）、（１２８、
１）、（１、１２８）、（１２８、１２８）の各基準座
標に対応する補正データが読み出される一方、Ｒおよび
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色については、それぞれ（１、１）、（２５６、１）、
（１、２５６）、（２５６、２５６）の各基準座標に対
応する補正データが読み出される。
【００９０】この後、演算部１５Ｒ、１５Ｇ、１５Ｂの
各々は、それぞれ、Ｘ座標データＤｘおよびＹ座標デー
タＤｙに基づいて、対応する色の４点の補正データに補
間処理を施す。なお、補間処理は、直線補間を用いて行
われるが、その精度は、表示すべき画像データの座標と
元になる補正データとの距離に応じて定まり、距離が長
くなるにつれて精度が悪化する。したがって、補間処理
によって生成された補正データＣｍｐ－Ｒ、Ｃｍｐ－Ｂ
の精度については、補正データＣｍｐ－Ｇに比べて低下
するが、上述したように、人のＲおよびＢについての視
覚感度は、Ｇに比較して低いので、ＲＧＢの原色画像を
合成した場合の表示品質は、ほとんど低下させないで済
む。
【００９１】なお、第２実施形態は、人の視覚特性に応
じて、基準補正データＤrefr、Ｄrefg、Ｄrefbのデータ
量を異ならせるものであるから、すべての基準座標につ
いて基準補正データＤrefr、Ｄrefg、Ｄrefbを用意する
が、Ｄrefgについては１０ビット、ＤrefrおよびＤrefb
については５ビットといったように、各データのビット
数を視覚特性に応じて定めるようにしてもよい。
【００９２】＜３：第３実施形態＞上述した第１および
第２実施形態にあっては、白基準レベル（電圧レベルＶ
１）から黒基準レベル（電圧レベルＶ３）までの範囲に
限って、各レベルに対応した補正データＤＨｒ、ＤＨ
ｇ、ＤＨｂを補間処理部１３によって算出し、これら
を、補正テーブル１４Ｒ、１４Ｇ、１４Ｂの各々によっ
て記憶する一方、白基準レベルＶ１未満の領域では、電
圧レベルＶ１に対応する基準補正データＤrefを、黒基
準レベルＶ３を越える領域では、電圧レベルＶ３に対応
する基準補正データＤrefを、それぞれ一律に用いる構
成となっていた。これは、電圧レベルＶ１未満の領域、
または、電圧レベルＶ３を越える領域においては、画像
データのレベルが大きく相違しても、透過率変化が小さ
いので、電圧レベルＶ１またはＶ３に対応する基準補正
データＤrefを用いれば、通常では十分である、と考え
たからである。
【００９３】しかしながら、実際には、電圧レベルＶ１
未満に対応する輝度レベルの表示をする場合に、電圧レ
ベルＶ１未満である画像データの補正データとして、電
圧レベルＶ１に対応する基準補正データＤrefを一律に
用いると、当該補正データは該画像データに真に対応す
るものではないので、補正が十分に行われない事態が想
定される。同様な事態は、電圧レベルＶ３を越える輝度
レベルの表示をする場合にも発生し得る、と考えられ
る。
【００９４】そこで、本発明の第３実施形態では、電圧
レベルＶ１未満の領域および電圧レベルＶ３を越える領
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域においても、それらの領域の電圧レベルに対応して適
切な補正データを算出する構成として、電圧レベルＶ１
未満および電圧レベルＶ３を越える領域に対応する輝度
レベルにおいてもフリッカ等の解消を図ることにした。
【００９５】ところで、電圧レベルＶ１未満の領域にお
いて、該電圧レベルに対応する補正データを算出するに
しても、その補正データの内容は、電圧レベルＶ１に対
応する基準補正データＤrefと大きな差はないと考えら
れる。このため、本実施形態では、補正すべき画像デー
タのレベルが、白基準レベルに対応する電圧レベルＶ１
未満である場合、電圧レベルＶ１に対応する基準補正デ
ータＤrefに、当該画像データのレベルと電圧レベルＶ
１との差に応じた係数を乗算して、その積を、当該電圧
レベルに対応する補正データとして用いることとした。
同様に、電圧レベルＶ３を越える領域において、該電圧
レベルに対応する補正データを算出するにしても、その
補正データの内容は、電圧レベルＶ３に対応する基準補
正データＤrefと大きな差はないと考えられるので、補
正すべき画像データのレベルが、黒基準レベルに対応す
る電圧レベルＶ３を越える場合、電圧レベルＶ３に対応
する基準補正データＤrefに、当該画像データのレベル
と電圧レベルＶ１との差が大きくなるにつれて「１」よ
りも次第に大きくなる係数を乗算して、その積を、当該
電圧レベルに対応する補正データとして用いることとし
た。
【００９６】一方、上述した第１および第２実施形態に
あって、アドレス発生部１７Ｒ（１７Ｇ、１７Ｂ）は、
補正テーブル１４Ｒ（１４Ｇ、１４Ｂ）に対し、画像デ
ータＤＲ’（ＤＧ’、ＤＢ’）が電圧レベルＶ１未満の
場合、第１列を指示する列アドレスを生成して、近傍に
位置する４点の基準座標にあって電圧レベルＶ１に対応
する補正データを読み出し、また、画像データＤＲ’
（ＤＧ’、ＤＢ’）が電圧レベルＶ３を越える場合、第
ｎ列を指示する列アドレスを生成して、近傍に位置する
４点の基準座標にあって電圧レベルＶ３に対応する補正
データを読み出す構成となっている。
【００９７】この構成を考慮したので、第３実施形態で
は、電圧レベルＶ１、Ｖ３に対応する補正データに係数
を乗算するポイントを、図６において、Ｒについて補正
テーブル１４Ｒから演算部１５Ｒまでの間とし、同様に
Ｇについて補正テーブル１４Ｇから演算部１５Ｇまでの
間とし、Ｂについて補正テーブル１４Ｂから演算部１５
Ｇまでの間とした。
【００９８】＜３－１：補正回路、特に補正量出力部の
構成＞ここで、第３実施形態における補正回路３２０に
ついて詳述することにする。図１８は、本実施形態にお
ける補正回路のうち、補正量出力部の要部構成を示すブ
ロック図であり、図６にあって、補正テーブル１４Ｒか
ら演算部１５Ｒまでの間において追加される構成を示し
たものである。なお、ＧおよびＢについても同様な構成
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が追加されることになる。
【００９９】図１８において、Ｗ－ＬＵＴ（ルックアッ
プテーブル）３２２２および係数補間部３２２４は、補
正すべき画像データＤＲ’のレベルが、電圧レベルＶ１
（白基準レベル）未満である場合に、当該レベルに対応
する係数ｋｗを出力するものである。詳細には、Ｗ－Ｌ
ＵＴ３２２２は、例えば図１９に示されるように、白基
準レベルＶ１からレベルが小さくなるにつれて、徐々に
「１」から変化する特性曲線上にあって、電圧レベルＶ
０、Ｖｗ１、Ｖｗ２、Ｖ１の４点に対応した係数データ
ｋｗmax、ｋｗ１、ｋｗ２、ｋｗminをそれぞれ記憶する
一方、最小電圧レベルＶ０以上電圧レベルＶ１（白基準
レベル）未満である画像データＤＲ’を入力すると、そ
のレベルの前後に位置する２点の係数データを出力する
ものである。例えば、Ｗ－ＬＵＴ３２２２は、電圧レベ
ルＶｗ１以上電圧レベルＶｗ２以下である場合には、電
圧レベルＶｗ１に対応する係数データｋｗ１と、電圧レ
ベルＶｗ２に対応する係数データｋｗ２との２点の係数
データを出力する。さらに、係数補間部３２２４は、Ｗ
－ＬＵＴ３２２２から出力された２点の係数データを補
間処理して、電圧レベルＶ１未満である画像データＤ
Ｒ’のレベルに対応する係数データｋｗを、乗算器Ｍ１
１～Ｍ１４における入力端の一方に供給するものであ
る。
【０１００】同様に、Ｂ－ＬＵＴ３２４２および係数補
間部３２４４は、画像データＤＲ’のレベルが、電圧レ
ベルＶ３（黒基準レベル）を越える場合に、当該レベル
に対応する係数ｋｂを出力するものである。詳細には、
Ｂ－ＬＵＴ３２４２は、例えば図２０に示されるよう
に、黒基準レベルＶ３からレベルが大きくなるにつれ
て、徐々に「１」から大きくなる特性曲線上にあって、
電圧レベルＶ３、Ｖｂ１、Ｖｂ２、Ｖ４の４点に対応し
た係数データｋｂmin、ｋｂ１、ｋｂ２、ｋｂmaxをそれ
ぞれ記憶する一方、電圧レベルＶ３（黒基準レベル）を
越え、最大電圧レベルＶ４以下である画像データＤＲ’
を入力すると、そのレベルの前後に位置する２点の係数
データを出力するものである。例えば、Ｂ－ＬＵＴ３２
４２は、電圧レベルＶｂ２以上電圧レベルＶ４以下であ
る場合には、電圧レベルＶｂ２に対応する係数データｋ
ｂ２と、電圧レベルＶ４に対応する係数データｋｂmax
との２点の係数データを出力する。さらに、係数補間部
３２４４は、Ｂ－ＬＵＴ３２４２から出力された２点の
係数データを補間処理して、電圧レベルＶ３を越える画
像データＤＲ’のレベルに対応する係数データｋｂを、
乗算器Ｍ２１～Ｍ２４における入力端の一方に供給する
ものである。なお、本実施形態において、Ｗ－ＬＵＴ３
２２２の係数特性およびＢ－ＬＵＴ３２４２の係数特性
については、図８に示される表示特性を考慮して設定さ
れるので、実際には、図１９および図２０に示される特
性曲線とは異なる場合がある。
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【０１０１】さて、本実施形態において、補正テーブル
１４Ｒから読み出される４点の補正データのうち、補正
データＤＨｒ１は、次の３つの経路に分岐して出力され
る。すなわち、補正データＤＨｒ１は、第１番目の経路
として、乗算Ｍ１１における入力端の他方に供給され、
第２番目の経路として、セレクタ３２７０の入力端ｂに
供給され、第３番目の経路として、乗算器Ｍ２１におけ
る入力端の他方に供給されている。他の３点の補正デー
タＤＨｒ２、ＤＨｒ３、ＤＨｒ４についても同様に、第
１番目の経路として、それぞれ乗算器Ｍ１２、Ｍ１３、
Ｍ１４における入力端の他方に供給され、第２番目の経
路として、それぞれセレクタ３２７０の入力端ｂに供給
され、第３番目の経路として、それぞれ乗算器Ｍ２２、
Ｍ２３、Ｍ２４における入力端の他方に供給されてい
る。なお、乗算器Ｍ１１～Ｍ１４における乗算結果は、
それぞれセレクタ３２７０の入力端ａに供給され、ま
た、乗算器Ｍ２１～Ｍ２４における乗算結果は、それぞ
れセレクタ３２７０の入力端ｃに供給されている。
【０１０２】続いて、４つのセレクタ３２７０は、制御
信号ｓｅｌにしたがって、入力端ａ、ｂ、ｃのいずれか
を選択出力するものである。また、データ判別部３２６
０は、画像データＤＲ’のレベルを判別して、４つのセ
レクタ３２７０に対して次のような制御信号ｓｅｌを出
力するものである。すなわち、データ判別部３２６０
は、画像データＤＲ’のレベルが、電圧レベルＶ１未満
である場合には入力端ａを選択させ、電圧レベルＶ１以
上であって電圧レベルＶ３以下である場合には入力端ｂ
を選択させ、電圧レベルＶ３を越える場合には入力端ｃ
を選択させる制御信号ｓｅｌを出力するものである。な
お、演算部１５Ｒは、４つのセレクタ３２７０によって
選択出力された補正データに基づいて、Ｘ座標データＤ
ｘおよびＹ座標データＤｙによって特定される座標（当
該画像データＤＲ’に対応する座標）に相当するであろ
う補正データＣｍｐ－Ｒを補間処理により求める点で第
１および第２実施形態と共通である。すなわち、本実施
形態における演算部１５Ｒは、画像データＤＲ’のレベ
ルが電圧レベルＶ１未満である場合には乗算器Ｍ１１～
Ｍ１４による演算結果に対し、また、画像データＤＲ’
のレベルが電圧レベルＶ３を越える場合には乗算器Ｍ２
１～Ｍ２４による演算結果に対し、それぞれ座標方向に
補間処理を施す構成となっている。
【０１０３】＜３－２：補正回路の動作＞次に、第３実
施形態における補正回路３２０の動作について、Ｒに着
目して具体的に説明する。ただし、座標方向の補間処理
の元になる４つの補正データＤＨｒ１～ＤＨｒ４が、Ｘ
座標データＤｘおよびＹ座標データＤｙと、画像データ
ＤＲ’のデータ値とに基づいて、補正テーブル１４Ｒか
ら読み出される（図１２におけるステップＳ５）点まで
の動作は、第１実施形態と同様である。また、演算部１
５Ｒが、４点の補正データに基づいて、Ｘ座標データＤ
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ｘおよびＹ座標データＤｙによって特定される座標に相
当するであろう補正データＣｍｐ－Ｒを補間処理する点
およびそれ以降の動作についても第１実施形態と同様で
ある。したがって、ここでは、補正テーブル１４Ｒから
読み出された４つの補正データＤＨｒ１～ＤＨｒ４が、
演算部１５Ｒに供給されるまでの動作を中心に、以下の
ように場合分けして説明することにする。
【０１０４】＜３－２－１：画像データのレベルがＶ１
未満である場合＞まず、供給された画像データＤＲ’の
レベルが、白基準レベルに対応する電圧レベルＶ１未満
である場合の動作について説明する。この場合、Ｗ－Ｌ
ＵＴ３２２２は、当該画像データＤＲ’のレベルの前後
に位置する２点の係数データを出力し、係数補間部３２
２４は、該２点の係数データを補間処理して、当該画像
データＤＲ’のレベルに対応する係数データｋｗを出力
する。
【０１０５】一方、供給された画像データＤＲ’のレベ
ルが電圧レベルＶ１未満である場合、補正テーブル１４
Ｒから出力される４つの補正データＤＨｒ１～ＤＨｒ４
は、すでに述べたように、Ｘ座標データＤｘおよびＹ座
標データＤｙで特定される座標の周囲近傍に位置する４
点の基準座標に対応するものであって、それら基準座標
においてそれぞれ白基準レベルに対応するものである。
【０１０６】したがって、乗算器Ｍ１１～Ｍ１４による
各乗算結果は、当該画像データＤＲ’のレベルと白基準
レベルたる電圧レベルＶ１との差に応じて、４点の基準
座標の各々においてそれぞれ電圧レベルＶ１に対応する
補正データを適切に反映したものとなる。そして、４つ
のセレクタ３２７０にあっては、それぞれ入力端ａが、
データ判別部３２６０によって選択されるので、演算部
１５Ｒは、乗算器Ｍ１１～Ｍ１４による乗算結果の４つ
に対して座標方向に補間演算を施すことによって、当該
画像データＤＲ’に対応する補正データＣｍｐ－Ｒを求
めることになる。なお、ここでは、Ｒの画像データＤ
Ｒ’に対応する補正データＣｍｐ－Ｒの算出動作につい
て説明したが、Ｇの画像データＤＧ’についての補正デ
ータＣｍｐ－ＧおよびＢの画像データＤＢ’についての
補正データＣｍｐ－Ｂの算出動作もそれぞれ同様であ
る。
【０１０７】＜３－２－２：画像データのレベルがＶ１
以上Ｖ３以下である場合＞次に、供給された画像データ
ＤＲ’のレベルが、白基準レベルに対応する電圧レベル
Ｖ１以上であって、黒基準レベルに対応する電圧レベル
Ｖ３以下である場合の動作について説明する。
【０１０８】この場合、補正テーブル１４Ｒから出力さ
れる４つの補正データＤＨｒ１～ＤＨｒ４は、すでに述
べたように、Ｘ座標データＤｘおよびＹ座標データＤｙ
で特定される座標の周囲近傍に位置する４点の基準座標
に対応するものであって、それら基準座標において当該
画像データのレベルに対応するものである。一方、４つ
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のセレクタ３２７０にあっては、それぞれ入力端ｂが、
データ判別部３２６０によって選択されるので、演算部
１５Ｒは、補正テーブル１４から読み出された４つの補
正データＤＨｒ１～ＤＨｒ４を座標方向に補間演算を施
すことによって、当該画像データＤＲ’に対応する補正
データＣｍｐ－Ｒを求めることになる。すなわち、この
算出動作は、上述した第１実施形態と全く同じであるの
で、画像データＤＲ’のレベルが、白基準レベルに対応
する電圧レベルＶ１以上であって、黒基準レベルに対応
する電圧レベルＶ３以下である場合の動作は、第１実施
形態と同様にフリッカ等が解消されることになる。
【０１０９】＜３－２－３：画像データのレベルがＶ３
を越える場合＞続いて、供給された画像データＤＲ’の
レベルが、黒基準レベルに対応する電圧レベルＶ３を越
える場合の動作について説明する。この場合、Ｂ－ＬＵ
Ｔ３２４２は、当該画像データＤＲ’のレベルの前後に
位置する２点の係数データを出力し、係数補間部３２４
４は、該２点の係数データを補間処理して、当該画像デ
ータＤＲ’のレベルに対応する係数データｋｂを出力す
る。
【０１１０】一方、供給された画像データＤＲ’のレベ
ルが電圧レベルＶ３を越える場合、補正テーブル１４Ｒ
から出力される４つの補正データＤＨｒ１～ＤＨｒ４
は、すでに述べたように、Ｘ座標データＤｘおよびＹ座
標データＤｙで特定される座標の周囲近傍に位置する４
点の基準座標に対応するものであって、それら基準座標
においてそれぞれ黒基準レベルに対応するものである。
【０１１１】したがって、乗算器Ｍ２１～Ｍ２４による
各乗算結果は、当該画像データＤＲ’のレベルと黒基準
レベルたる電圧レベルＶ３との差に応じて、４点の基準
座標の各々においてそれぞれ電圧レベルＶ３に対応する
補正データを適切に拡大したものとなる。そして、４つ
のセレクタ３２７０にあっては、それぞれ入力端ｃが、
データ判別部３２６０によって選択されるので、演算部
１５Ｒは、乗算器Ｍ２１～Ｍ２４による乗算結果の４つ
に対して座標方向に補間演算を施すことによって、当該
画像データＤＲ’に対応する補正データＣｍｐ－Ｒを求
めることになる。なお、ここでは、Ｒの画像データＤ
Ｒ’に対応する補正データＣｍｐ－Ｒの算出動作につい
て説明したが、Ｇの画像データＤＧ’についての補正デ
ータＣｍｐ－ＧおよびＢの画像データＤＢ’についての
補正データＣｍｐ－Ｂの算出動作もそれぞれ同様であ
る。
【０１１２】このように第３実施形態によれば、画像デ
ータＤＲ’のレベルが電圧Ｖ１未満である場合には、白
基準レベルに対応する補正データに、また、画像データ
ＤＲ’のレベルが電圧Ｖ３を越える場合には、黒基準レ
ベルに対応する補正データに、それぞれ画像データのレ
ベルに対応する係数を乗じることによって、当該レベル
に対応する補正データを求めて、さらに、座標方向に補
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間演算を行うことにより補正データＣｍｐ－Ｒを求めて
いるので、電圧レベルＶ１未満の領域および電圧Ｖ３を
越える領域に対応するレベルにおいても適切にフリッカ
等の解消を図ることが可能となる。なお、第３実施形態
にあっては、第１実施形態における補正量出力部３２２
（図６参照）に適用した場合について説明したが、第２
実施形態における補正量出力部３２２’（図１４参照）
にも、もちろん適用可能である。
【０１１３】また、第３実施形態にあっては、電圧レベ
ルＶ１未満の領域に対応してＷ－ＬＵＴ３２２２を、電
圧レベルＶ３を越える領域に対応してＢ－ＬＵＴ３２４
２を、それぞれ用意したが、ルックアップテーブルを共
用化することも可能である。さらに、電圧レベルＶ１未
満の領域、または、電圧レベルＶ３を越える領域のう
ち、いずれか一方の領域のみについてルックアップテー
ブルを用いて補正データの算出を行うようにしても良
い。さらに、第３実施形態にあっては、Ｗ－ＬＵＴ３２
２２およびＢ－ＬＵＴ３２２４において、それぞれ電圧
レベルの異なる４点において係数データを記憶する構成
としたが、精度を向上させる目的で５点以上記憶する構
成としても良いし、記憶容量を削減する目的で３点また
は２点記憶する構成としても良い。
【０１１４】＜４：実施形態の応用、変形＞上述した実
施形態において、レベル方向の補間処理や、座標方向の
補間処理については、直線内分補間のほかに、外分補間
やｎ次補間など、種々の補間方法が適用可能である。
【０１１５】また、ＲＯＭ１２に記憶させる基準補正デ
ータの決定方法にも、上述した方法のほか、種々の方法
が考えられる。例えば、ある色の中間（灰色）レベルに
対応し、かつ、ある基準座標に対応する基準補正データ
Ｄrefについては、次のように設定しても良い。第１
に、該色の中間レベルに対応し、かつ、該基準座標に対
応する画像データに補正データを加算しない状態とし
て、正極性書込および負極性書込を交互に実行し、第２
に、当該基準座標でのフリッカ等が最小となるように、
対向電極１０８の電位ＬＣcomを調整し（図１３（ｃ）
参照）、第３に、この調整による変化分ΔＶに基づい
て、当該基準補正データを決定しても良い。
【０１１６】あるいは、第１に、ある基準座標に対応す
る画素に着目し、対向電極１０８の電位ＬＣcomを一定
として、極性反転後における正極性書込の画像信号電位
と負極性書込の画像信号電位とを互いに異なる方向に、
かつ、同一の変位量となるようにシフトさせつつ、フリ
ッカが最小となるポイントを求め、第２に、このポイン
トまでの変位量に基づいて、当該基準座標に対応する基
準補正データを決定しても良い。
【０１１７】一方、実施形態においては、正極性書込に
対応する画像データＤＲ’、ＤＧ’、ＤＧ’の各々に対
して、補正データＣｍｐ－Ｒ、Ｃｍｐ－Ｇ、Ｃｍｐ－Ｂ
を加算して、負極性書込に対応する画像データについて
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は補正しない構成としたが、これとは反対に、負極性書
込に対応する画像データＤＲ’、ＤＧ’、ＤＧ’の各々
に対して、補正データを加算して、正極性書込に対応す
る画像データについては補正しない構成としても良い。
【０１１８】さらに、いずれか一方の極性に対してだけ
ではなく、図２１に示されるように、正極性書込に対応
する画像データに対し補正データを加算する一方、負極
性書込に対応する画像データに対しても補正データを加
算する構成としても良い。この構成では、セレクタ３２
４によって、正極性書込に対応する場合には、正極用の
補正量出力部３２２による補正データが選択される一
方、負極性書込に対応する場合には、負極用の補正量出
力部３２３による補正データが選択されて、それぞれ加
算器３２４によって元の画像データに加算されることに
なる。ただし、このような構成では、補正量出力部３２
３、３２４の２つが必要となるので、回路規模を縮小す
る場合には不向きである。
【０１１９】また、図５にあっては、補正量出力部３２
２から加算器３２６までの処理時間については理想的に
ゼロとしているが、実際にはある程度の時間を要するの
で、補正前の画像データＤＲ’、ＤＧ’、ＤＢ’をそれ
ぞれ加算器３２６に入力する前に、補正データＣｍｐ－
Ｒ、Ｃｍｐ－Ｇ、Ｃｍｐ－Ｂの出力タイミングを一致さ
せるための遅延器が設けられる。図２１に示される構成
についても同様である。
【０１２０】一方、上述した実施形態にあっては、６本
のデータ線１１４が１ブロックにまとめられて、１ブロ
ックに属する６本のデータ線１１４に対して、６系統に
変換された画像信号ＶＩＤ１～ＶＩＤ６をサンプリング
する構成したが、変換数および同時に印加するデータ線
数（すなわち、１ブロックを構成するデータ線数）は、
「６」に限られるものではない。例えば、サンプリング
スイッチ１５１の応答速度が十分に高いのであれば、画
像信号をパラレルに変換することなく１本の画像信号線
にシリアル伝送して、データ線１１４毎に順次サンプリ
ングするように構成しても良い。
【０１２１】また、変換数および同時に印加するデータ
線の数を「３」や、「１２」、「２４」等として、３本
や、１２本、２４本等のデータ線に対して、３系統変換
や、１２系統変換、２４系統変換等した画像信号を同時
に供給する構成としても良い。なお、変換数としては、
カラーの画像信号が３つの原色に係る信号からなること
との関係から、３の倍数であることが制御や回路などを
簡易化する上で好ましい。ただし、前述したプロジェク
タのように単なる光変調の用途の場合には、３の倍数で
ある必要はない。さらに、実施形態にあって、補正回路
３００は、画像信号のシリアル－パラレル変換の前に、
補正を行う構成となっていたが、シリアル－パラレル変
換の後に、補正を行う構成としても良いし、上述したよ
うにシリアル－パラレル変換を行わない構成でも良い。
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【０１２２】くわえて、実施形態にあっては、液晶容量
に印加される電圧実効値がゼロである場合に白色表示を
行うノーマリーホワイトモードとして説明したが、液晶
容量に印加される電圧実効値がゼロである場合に黒色表
示を行うノーマリーブラックモードとしても良い。
【０１２３】一方、実施形態にあっては、画素電極１１
８のスイッチング素子としてＴＦＴ１１６を用いたが、
基板として、シリコン基板などを用いるとともに、ここ
に各種の素子を形成しても良い。このような場合には、
各種スイッチとして、電界効果型トランジスタを用いる
ことができるので、高速動作が容易となる。ただし、素
子基板１０１が透明性を有しない場合、画素電極１１８
をアルミニウムで形成したり、別途反射層を形成したり
するなどして、反射型として用いる必要がある。
【０１２４】さらに、上述した実施形態では、液晶とし
てＴＮ型を用いたが、ＢＴＮ（Bi-stable Twisted Nema
tic）型・強誘電型などのメモリ性を有する双安定型
や、高分子分散型、さらには、分子の長軸方向と短軸方
向とで可視光の吸収に異方性を有する染料（ゲスト）を
一定の分子配列の液晶（ホスト）に溶解して、染料分子
を液晶分子と平行に配列させたＧＨ（ゲストホスト）型
などの液晶を用いても良い。また、電圧無印加時には液
晶分子が両基板に対して垂直方向に配列する一方、電圧
印加時には液晶分子が両基板に対して水平方向に配列す
る、という垂直配向（ホメオトロピック配向）の構成と
しても良いし、電圧無印加時には液晶分子が両基板に対
して水平方向に配列する一方、電圧印加時には液晶分子
が両基板に対して垂直方向に配列する、という平行（水
平）配向（ホモジニアス配向）の構成としても良い。こ
のように、本発明では、液晶の型（モード）や配向方式
として、種々のものに適用することが可能である。
【０１２５】＜５：電子機器＞次に、上述した処理回路
をプロジェクタ以外の電子機器に用いた例について説明
する。
【０１２６】＜５－１：モバイル型コンピュータ＞ま
ず、上述した処理回路を、モバイル型のコンピュータの
表示部に適用した例について説明する。図２２は、この
コンピュータの構成を示す斜視図である。図において、
コンピュータ２１００は、キーボード２１０２を備えた
本体部２１０４と、液晶パネル１００とから構成されて
いる。また、液晶パネル１００の背面には、視認性を高
めるためのバックライトユニット（図示省略）が設けら
れる。
【０１２７】ここで、上述したプロジェクタ１１００
は、ＲＧＢの各色にそれぞれ対応する液晶パネル１００
Ｒ、１００Ｇ、１００Ｂの３板構成であったが、この液
晶パネル１００は、カラーフィルタにより１枚でＲＧＢ
の各色を表示するものである。したがって、このような
液晶パネル１００に対しては、画像信号ＶＩＤｒ１～Ｖ
ＩＤｒ６、ＶＩＤｇ１～ＶＩＤｇ６、ＶＩＤｂ１～ＶＩ*
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*Ｄｂ６は、並列的に供給されるのではなく、時分割で供
給されることになる。この場合でも、上述した補正回路
３２０と同様にレベル方向の補間処理と座標方向との補
間処理とを２段階で行うことによって、表示領域の全域
にわたって適切にフリッカ等を低減することができる。
【０１２８】＜５－２：携帯電話＞次に、上述した処理
回路を、携帯電話の表示部に適用した例について説明す
る。図２３は、この携帯電話の構成を示す斜視図であ
る。図において、携帯電話２２００は、複数の操作ボタ
ン２２０２のほか、受話口２２０４、送話口２２０６と
ともに、表示部として用いられる液晶パネル１００を備
えるものである。この液晶パネル１００も、カラーフィ
ルタにより１枚でＲＧＢ各色を表示するものであるが、
単に白黒の階調表示を行うものとしても良い。白黒の階
調表示を行う場合には、画像処理回路は、３原色分では
なく、単色分の構成で済む。
【０１２９】＜６：その他＞なお、図２２、図２３を参
照して説明した電子機器の他にも、液晶テレビや、ビュ
ーファインダ型、モニタ直視型のビデオテープレコー
ダ、カーナビゲーション装置、ページャ、電子手帳、電
卓、ワードプロセッサ、ワークステーション、テレビ電
話、POS端末、タッチパネルを備えた装置等などが挙げ
られる。そして、これらの各種電子機器に適用可能なの
は言うまでもない。
【０１３０】
【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、レ
ベル方向と座標方向の補間処理を２段階で行うので、少
ないメモリ容量により、フリッカ等を大幅に低減するこ
とが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】  本発明の第１実施形態に係るプロジェクタの
構成を示す平面図である。
【図２】  同プロジェクタの構成を示すブロック図であ
る。
【図３】  同プロジェクタにおける液晶パネルの構成を
示す回路図である。
【図４】  同液晶パネルの動作を説明するためのタイミ
ングチャートである。
【図５】  同プロジェクタにおける補正回路の構成を示
すブロック図である。
【図６】  同補正回路における補正量出力部の構成を示
すブロック図である。
【図７】  同実施形態における基準座標を説明するため
の図である。
【図８】  同液晶パネルの表示特性と基準補正データに
対応する３つの電圧レベルの関係を示す図である。
【図９】  同プロジェクタにあって補正量出力部におけ
るＲＯＭの記憶内容を示す図である。
【図１０】  同補正量出力部における基準補正データを
生成するシステムの構成を示す図である。
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【図１１】  同補正量出力部における補正テーブルの記
憶内容を示す図である。
【図１２】  同補正回路の動作を示すフローチャートで
ある。
【図１３】  （ａ）は、液晶容量において直流成分が印
加される状態を説明するための電圧波形図であり、
（ｂ）は、実施形態における焼き付き防止を説明するた
めの電圧波形図であり、（ｃ）は、対向電極の電位を調
整することにより、正極側と負極側との電圧実効値が均
衡した状態を示す電圧波形図である。
【図１４】  本発明の第２実施形態に係るプロジェクタ
のうち、補正量出力部の構成を示すブロック図である。
【図１５】  同実施形態における基準座標を説明するた
めの図である。
【図１６】  同補正量出力部におけるＲＯＭの記憶内容
を示す図である。
【図１７】  同補正量出力部においてＲに対応する補正
テーブルの記憶内容を示す図である。
【図１８】  本発明の第３実施形態に係るプロジェクタ
のうち、補正量出力部の要部構成を示すブロック図であ
る。
【図１９】  同構成におけるＷ－ＬＵＴの記憶内容を説
明するための図である。
【図２０】  同構成におけるＢ－ＬＵＴの記憶内容を説
明するための図である。
【図２１】  実施形態における補正回路の変形例を示す
ブロック図である。
【図２２】  同補正回路を適用した電子機器の一例たる
パーソナルコンピュータの構成を示す斜視図である。
【図２３】  同補正回路を適用した電子機器の一例たる
携帯電話機の構成を示す斜視図である。 *
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*【符号の説明】
１０……Ｘカウンタ
１１……Ｙカウンタ
１２……ＲＯＭ（メモリ）
１３……補間処理部
１４Ｒ、１４Ｇ、１４Ｂ……補正テーブル
１５Ｒ、１５Ｒ、１５Ｂ……演算部
３２２……補正量出力部
３２４……セレクタ
３２６……加算器
３２８……Ｄ／Ａ変換器
１７Ｒ、１７Ｇ、１７Ｂ……アドレス発生部
１００ａ……表示領域
３００……処理回路
３１０……ガンマ補正回路
３２０……補正回路
３２２２……Ｗ－ＬＵＴ（ルックアップテーブル）
３２４２……Ｂ－ＬＵＴ（ルックアップテーブル）
３２２４、３２４４……係数補間部
Ｍ１１～Ｍ１４、Ｍ２１～Ｍ２４……乗算器
ＤＲ、ＤＧ、ＤＢ……画像データ
Ｄrefr、Ｄrefg、Ｄrefb……基準補正データ
ＤＨｒ、ＤＨｇ、ＤＨｂ……補正データ（第１補正デー
タ）
Ｃｍｐ－Ｒ、Ｃｍｐ－Ｇ、Ｃｍｐ－Ｂ……補正データ
（第２補正データ）
ＤＣＬＫ……ドットクロック信号（第１クロック信号）
ＨＣＬＫ……水平クロック信号（第２クロック信号）
Ｄｘ……Ｘ座標データ
Ｄｙ……Ｙ座標データ
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